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f者境アセスメン k扮芋の行政訴訟;土、域経行政訴訟の 探と L-c t.:t 
Eづ(Jられ、その枠組みの中で下絞が進められるのが現状であろう
そこで、以下で l土、ヨjす行政訴訟 般のI中:JIJF干紘みをl概観しながら、

足境T~tごスメユト紛干の行伐訴訟の坪治的状況を検討宇る η

1 環境行政訴訟の震史的困額

人fU¥;"1虫j主O);f;tif、イキ和JO)-I"でl士、 ょ己 J が;'[t~ ':2:' ~訴えることは/本

が罫されて νなかった H)B2~.C乃海洋深j互 flé，生法が 当挙乏が段境j~

政一主待以門の行政弘三』jlニ不服ーァつあるよ品作、処剖;文3記書をそ領 Lて15七

以内に人民ょに行政訴訟;を提起できる J(け条J トJ主的で:ニ台から、

諸説行政訴訟がはじまる c その絞、水日汚ぷj坊止法 !198'1"'，+)、大気汚

染防 1:法 (1987立f 等の 迫のは伴も類似の規定を定合ったが、域廃行

政訴設は(J-:ITJ:J}l却のみを対象としていたっま f号、環境1-nF:文訴訟の械念，

J京口1;.千続なとの税jiユが欠落し、'人務上も仇去を状態が続いていた 19S9

't'こ行政訴訟法、 f~J克TZ法法が:1;:1だき札、 J来続行政訴訟の則論[訂正副

より大きなi立泉今見止、 1民間の~~'字解ιた;二串1:主的判"~.ri みが守えられ

たのである

L七がJ一、て、この時点から'交際ι')r:辺境行政訴訟にお ν、て新たな政き

がはじまった。 1タjえl正、最r;:'J人式法院n政審刊j廷の続計によれば、 1901
年[， ::.-12月i\.お}過ご ~Irl冬殺人民法民主 J乏埋した」最境行政訴訟は [08

れてあ;')、言t"q ほからの日行;あわ{~て 118(': であったt:~れる y こ

のようにス夕、 Tした工芸:nii!f;主主ヰョi;であるカヘモ iしはどのような1ぶ的、
周治的措liEをもってし aるのかを概仰し亡みよろれ

2 環境アセスメントの行政訴訟の受理範囲

I表J立ア Tスメン hOj行政詐訟のそを型車u叫について、 点法l市民範はい
まだなされていないο 行政訴訟法11;をf 列挙さ:{!，"C v'，ゐ受埋範回lよ

れば、兵{主的:はJFJのよう会手息子環J完了てスメントヌー政訴訟の対象

丹なりうるのではな、づミ台考えられる}

予 ~n加Iミヱ編「中国環J主執法人、 f己 l 中国 Ú-){i:'ft 人学~~; ，~;i社、 199:5宇 ì ~>î り頁

r ~09 LiJ:Gl :j・4:32)4:32 



中 1 の場N~ アヒスメン!枝市'1慌の構造込市 羽果(r'-i ・完i

:1)[東i克行政処罰1]f-:%ιfvUえ[工、 アtスメン k二子j売の小川・イ、防l-れす

る警告、辺料、 J品業あるいは f~f;;停止命令、け]設置佼!日、長RliHイ、三日正吾、

何i'i只命令など我1j，計丁政主%前|円の許認可行為 f<えiえ許可吾、予P
~.f: ti、アゼスメント民生存(の認吋など探j完職支の不作為ο 例

えば、環境アセスえン入報告s~干f"iTの符念あるいはその他の法 >c~"，号の

ィ、 ;p~~~ レマ/'，，!J/J.:ι '1、当な:詑務履↑Jの強安、l 例ぇl工、行政のド1子方へ

の沼華jédîÞ内費負~:HC)詰l!主、ア h スメム/卜人吉グ〉脊査と ii!: "，1における不14-

f二時境保己主治設備の強要などハ ¥5)-:イ正予干のド111:、その他の人与権 t人格

!t) .財道1をの千三省 令 1 え:工、延設ブロジ工クト J:~j1fT選定、または|ちj誌

がJな人身権:j¥...-tえ棒、) ・財産権内侵害な;.竜1~投機関の出境保Et

強制j措i量。例xl工、ア“スメントヲ続。〕ヌt斗 不信に芹j ずるよ~~判の出納

による財産の差し押さえ・凍結なとし戸、J最J克行政賠償訴訟し例えは、ア

セスメ J ト(::かかる??政の利子h 刀、、環 l克行政筏;記ま三はその ~~tw，(!)兵

体的行為lこより、行法的枠九JヂIJ訟を侵害され、十日、害がとじた場行なと二

しかし、環RJ民投法10条が、公以 法人あるいはその他の組伐の行政
訴よ:提起権手認めるものの、訴i~t~のよJ象わ為手環境計政担ごとr; に m~，三して

しることを考慮vる〉、環境アセスメントにかかわるむ政訴訟も狭い経
国で取り扱われる可能恒もす「ノに℃きないνFUラアセスメン 1、の不、i不

備に対する行政処分ゐアセえメン， ，2.去の王寺杏 i{~-II~ 等にウかる具件、自立

訂正!{h-t~ を、行政訴訟の対象と L て[ふく認めていくべきでお&ょう仁思

われる

3 環境アセスメントの行政訴訟の原告適格

I)?ム泊中Z?とは、環境IJ政訴訟の提起者が備えるべき条件であ U、け己

の名我\や環境行t~Z-r'J;;訟を掠起\やきる当事者のまllllJであるとされる，

行政訴訟ィ去:::;4生i土、 公I己・法人あるいはその治の組織は、行政機号寄

与よぴ行政機関職員の具体的行試行為ウヲネの γ合法的権利利益 lG、、 ι

を必害したと「認め J 三;]J とき、本法ldAとつLゐて行政訴訟を提起 j

る権限を右7る>:J::Sめている v まと、最凸人足以、 ~;;L(/) r-r~-r華人民共有;

~月主林 詑<=i:I楽ヱ嬬「東境ノJ政法J \中国人事;H~Ji社、 1抑3守ワ 11頁J

~Lì:j、 ('::1U '431) 4:5 IllOI 
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回行政訴訟法執行の力下の問題じ問する解釈J 12;長l土、「兵科二持行JJ文行

為と、i干トの平 j中闘係，を有する~;j:(・ u、人あるいはその他(/)

組織;土、ペ設行為に不日足があるご卦台、行政Jト訟を.l，}l:!t~守ることができる

と規定する c

l記の行政訴訟〉士2条中の:jノ、 上ひ最高人民法院の解釈12条中の

いかなる烹l時こを有しぐいるのか 1 三!(立、 G""{l、凶，1圭市j事j析か侵7止さ

れたという原告の七割的判断であ円、 ttl:A'iJ1.;.~吉の蓋然性でパちろう「この

ような形式的な要fからはるこ、あたかも権利窪Jfの主主伏F干のある行為
すくてが訴訟の対象!こノミり、 )Mb週絡が目、められるカのように沼、われる

が、ょ:係;こIJ、時l境ア七スメント売に不当・不備があるにもかかわら

「、与えられた認可処分の取消〕を求めて 11;1I iJl:しても、原告にそもそも

拍需がそ1;，Iパコ、ないという埋阿で原件適格が認めらZしないこともあり

うるコま J¥、1'1にごついてはどうであ乃へか fh'丈的権利向J24およりぐ

出ff上の利害関係をどこまで認めるのかU つまり、作法的t岸和J利益の範
ILlJiJ{fF!<:処分の同校的な相手万(行政処分の第二者いにまでおよびうる

のかこいう河患である)

位手妻E主主、ノサj千万の，IJ;¥0J藍得につしーではと在Y争いがないものの、同按合j

な村 I}♂ Jりの I~九十民生終につ 1 ，て lよ、 "i~ 説における議論が激し近時=の公

訴~;f日?戸n議論 lよそ 1しにあたる戸この点につ， 'て、時」持粉争の科珠代会考

えるろえで、|向礎的な村j二子jjr/))単;!二JEでお:認める見解が有)Jとなりつつ

めの、:五務にお u、ぐも原tzi豆格が認められるケースがpじっくように
なって主ている

4 環境行政訴訟の出訴期間

と時，t長1~~む去におけるイn文司?訟の HJ副長期間 u止、は〔訴訟

! 1; 伐の同:絞;可な相予 h~_;二、円(木 n~1; 成 rJ'!';í': ぶるiC: 1安;力な権利義fJ5-1î--'CJJ 

:J、r:n接的な桔 fhとは、呉体的行政行為的影恕をそける直接的なね寸む以外
グ〉巧むあるコや1え{よ a 環境保護問が， i-:':r;，J):ブロジ L クト瑛境j'-.-:~スえン L 判tF干

害:について審査・訟で 1. た十号令、定試事業省が五千三ぷ~ 7~: 中日f}，とな;人当誠定

設プロンエク i の宍出いぶりマイ?ス内総出を受汁うる!記 iû注民が問 ø:u~ な相

手hにるる c吋宝林誌と<=te長主編 前掲注3・'7:ワC.u，

Ul LiJ:Gl :j・4:30)4:3つ



中 1 の場N~ アヒスメン!枝市'1慌の構造込市 羽果(r'-i ・完i

:1寺効l，1キめぐる規定l土、村:Jj_仁矛!f:する面があL。行政訴訟法¥:"~:;: 2 

極院の肉声ヰ則前う定められどいる すなわち、:])行政小月比審 ~Ç-r絞をれ

た場台、そのWijF邦jre: :土不版辞脊害の;[.箭r;， l'j 15円以内であ l)(3己
条人忌~ï白抜人民法院に出訴すゐ場合、具体的行政行為を YIったはよ N

3治i月以内となっているはち条) これlノ汁して、環j立決議12では、素

境行政処罰および，f"-Rk 小似審杏決定にふ服てある域合的 IJ\~;~期間(立、処

詞拍知青山受主→ 1iおよび不服審全t夫J正苦のA乏il自1Iよりひとしく 15i [日、内

となっている (4G粂)、したがっと、行政小 1;民安否~t-*~; キ符た場 iTの山

訴照品iは、 ?l政訴訟法レE表情保設伐ともに I，)H以内シなっているが、 11

政処罰を i主 J芸人民法院しに訴える場合の円川、期間 l之、 1~孜副主、では 3 か

月以九とな Jているのに対L、環境出L言J土では1SH以内と伝くなりてい

るごとがわかる}し』ずれにしろ、場二査波手干の治決併存考えた場合、 Ur'. 

UJ 同誌存期 1Mは短すぎるという _T_~.三に共感できる…

5 環境行政訴訟の利用状況

T宗f克お政訴l"iと:のスタ- :~ (土、 |込したよう;、 j1 政訴訟渋および環境

保設施行後のことであり、その医史lZ非常 〕かし、具体的に

どのように利m~れてきたかをまず統寸で確認することにする)表 5

:j ----1 ~土、 1リ06イ1 以来のlDイ1 聞における蕊弘行政訴訟の利用状況 Eある c

よると、原境行政訴訟の'-~逝件数i土、 1997年γ 、 30UO件を巡え

とピークシなハたものの、その終同i'i数はわすかι11'1 つ。I?引でた 1人

紛1，'が殆ど貯決されてし、ないとい弓ことになる v ま/之、号疎件数のi目減

の差が非常:こ激しし、ごとに付い、終同Hi設の害Ij{;も2.1)活からリ2，5%ま

{、{殺しくばらつきがあ JJ、決して 様ではない J

ここ¥すョ摘しなくてはなんないのは、 )J31fTの勝訴半である}縦士者行政

);::F-ff詰:終局1H!ぇvこめる了芸護局1寺訴の苦:合i士、 1996寺の79.:3%をほ11

lZ、伶こ90%を思えて右打、 2以)1午にはきっド 98%にもi主1ている r ユ主

j克保護局 イコール原告の敢訴率r;土青いきれないが、少なくと

もidlj15-(.;t，li 比例的な関係にあるので、 l原子守lこI;t、球境紛cj'について行政

訴訟を絞起したと Lても、殆ど敗訴して Lまうという厳しい現実がtTち

ミ熊山崎: まお 直話注 J.川頁

~Lì:j、 ('::1 U'4こ9)4:';9 11121 



重量 5-3-1 環境行政訴訟および終局状況(割合:%) 

¥ 
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¥¥項目
受理f[数 ~<(刷;ィ'r[- 1;i "z足早1二数 7J日立{~-~;';~ 終同1千数 日家行政)

宇 I~T\¥ 中山古f台 同0;持主 1-;刊)'，5:J今 始1害事f:¥ 
¥ 

19% 9:2 円フ i9 3 9宍

1997 ::;UIG 64 フ l り二 96，9 44 

Hl~μs 6:，_;1 :1?0 ;i;-L:: i乙

I q~)ヨ 2.112 42'1 lf'. ，-'j ヨi汽

2，1(:': 90:1 jSO (]3.8 日4り ，)4. 56 

è~0U : 15.:;9 69E 44.6 08'::' 98.3 48 

?，OO:: lOd ~!~)3 :)~; .日 ~) ~);) D(，. :l (;2 

ム旬山、iぺj，)っ ιヘ】 ~) 'i:i 8ぷ4 出 I 0~.2 '3 

~()lì4 G:)4 ':ilfi 88.8 
J3bR4】 I

)1.2 ムJ

~~{)(\:J 1 ~ 90 3引j 3.:;， ~6 ， '、 ~Ú 

汗 ，ζ主計ずータ十二吉メニ J力イ ιnものは合士主い
lつの部九、はテ タなし (1f: I~~苅円|年針に lU%i午. I S':;ぷ年(F"ヲ タがよ友け品 ~')T

い。一
11'. ~毛 環斗か政'HI""，訟の îr~什君主;ヱ 11'11:悦百|午訴の1叩 ん悦年グ〉社年攻防之、亡の也J土i'
I平l快境イl'監ν)1997 ヌO川 :1;.0);?~イi 度山により作成♂ f ものヲみみ

受けている、 n、では、中川;の部'JAlJ 政刀、不当に~，::1JEっf活動を千J-:.' 

1しaるのか、なぜ終日件数が少ないのかにつし】て、 J!;i士号ア七スメントに

かかる具体的行氏訴訟の事f7りを通じて、実討するここにする。

5 環境アセスメント行政訴訟の事例

E宗持アセスメ〆卜;立、未然防lを!iとする子続であるがゆえに、 伐

の時J克汚Jえや戸主;行法rま妹、れとは id なる十十 ~q 今 -'rr 守るはずであゐ j設j完了

ゼスメントに演ずる紛争は、実日:にどのように解決されナいるの治、市

油dてはいかなる姿で，1E可iされ、いるのか3

(1) 事例14]健康権および住宅の安全が侵害されたとした事件7

八 1Ii ~司段段午鑑では、 l炉、告の日害訴とはなく、手話責保能向の接訴につ 1，'，て統計が

なされ ιい;f，;{/jで、ての干 タを杭憎して、閉口勝，i~、の剖j合ZZ を t[J!，訂推測;

することに4るn

L9，~告タ「トル l士、[尚早41J1為1tfiXl辻官、境保書片山ユ良決U12犯}、健康ほ布H士
む安全烹)である L字けたよ編「環境保よ行政訴訟群肘・刊↑叫・主;.S:'， (1-戸→l

r ~13 LiJ:Gl :j・4ニ8)423



中 1 の場N~ アヒスメン!枝市'1慌の構造込市 羽果(r.'i ・完i

J原;L;-(J訴人馬l巳 J労働者}

被~. (t悲卜訴人 x 市/~互の環 l逗保子堂，!-ii]

~ー者 x市x:豆、〈鋳剣-;t:~;]宇t'H'一仁場
1992介、 ¥ii)'ノ区の¥ーじ場{以|、「吉行 者」という)は、×付の鋳鋼

と共111)亡、金属桁錬業校舎営みはじめ、での稔投資制は:;ZO!j}じで

あ J た〉第三高の近所に1l:~(ュ区があり、そこに九氏 l以下 r-J\j~0Jとい

弓)がイ十んでl、た 10円三ノ1:111"1811、*'一吉行士、 ×市 1メグ〉環境保護足

「被(むという)に建設プr:rジェクト時境?セスメン t-，)世l二千巳を

提i中L、1，，)手12月三日 に審火意見>!f;"lJされた許可書を'乏け取ノたの

第-----:15-;士、 I993ir 5 月かん~~駁逆転を開始 L 、深刻な続討が4きと I__ l:ょ

として、広告を自む tちの干す1¥，に口ら5-40元ずつ }i-=fL/) Iこコそこで、泌

すレベノレを測定したとこ λ、基準多ク Jアするものであった。しかし、

j只告は、足首守がまえー深刻である，，'いう述fT1で、被告[戸市る γ記γ セスメ

ンい朝ifTf与の干存在 -JJ、判決定的;I~iè'f し、および、第ーで者企業の抗議日γ11

を求めて、×市1思jぇ:早設局にイ、，iJ:}巾 L/_:~[-ごを従起した。 rt環境保護局は、

1~;94年日月日 11、主車両;よる第 者I<:XJすゐ帝査 e 認i:Tfiた定会議持する

裁決を百 w寸主したじまた、第三者が7試駿運転絞、 J支L{き存の中靖子絞を

して 1，、なかったという理由で、 10~Ht-;;. 8 H 9打、:5000元の泊料に処こるれ

ていたこと治、以1らかになっ fこ戸

そこで、 r~:~こil土、:f---政訴訟法5~条 07条仁基づき、×市(:く人民伝院

に1--n;:)(~I~訟をすて但し、被 21が石コ式上記アセスメント割合評の審苦手 認

可決Jj~(j) ，~úì'j :戸、ねよび、主主ー:背との 1出品責任として ~.S万元 J)+-~';点目セ

:l(をふめたーそのJTI11 :として、尿JJlま}:Jドの点をあけた J二上場がJ見l

付がE号、 i、:、 fす崖ずるので、ぞれが地んね正文規則の心池荒立乙i反する

l芸11;・1"'，聖11丁税法 Jの日未にふ才しl工、主主化む「物柁涼へのJiiiコnよd;環境l呆
支局のff結であり、仮告には審メケ a認可のは肢がないc 第 討が被告

ド大nて提出1た下nf-O'-;:'r号請需では、弘、?空資泊三50Ii-;ιとなっている、1かし、

民法制出版相、 2(l(i(J年)nl-2;-j(i間

れ審査笠比l土、 主主情を超医して汚!N訟を1'!F!-Hしてはならず、技 l時(二府涜伝説

吹芥を 1，う J この三:三戸規械を縫持し、 iì'í~‘北芸ちをすゐ j括合は改めご帝古手続を

ff '.t \7崇坊に~;響する均台、環f者保二幻i: IC恭っき処1唱寸ゐ こいλものであハた。

~Lì:j、 ('::1 U'4こ7i4e7 Ill~1 
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問 ふ1

被;l?は1SOJ)7じ以上のプロジにク↑仁'<，1ずる高査・認可権限寺有しずい
ないl¥'A::'第=者l土、:=eIC1;o十制度に反しており、行染防止設置を比して

いなし九 4 って、イ主"f~{ノ慢にし j ができ、身f，!c(J0 にも侵古を ~'~-j. し h

2 

-".vo 

これに対して、役白は、次のぶう i反論した二告は、 ZJ、化ノ;物

訂正な〈、鋼鉄銃二聖書芝企業である υ(き〉第 7で者 i土、十j の夜 r~j に{主回一当

談丸b，'えの.;~\ 1、 i こ{i~~ t~ する J)で、 によるお響は小さ vミ〕

所の計算 lこぶると a 第一宇?の総投資額は~20JJ lじであり、牛:1'1では共同

経営勺八をレっているので、土泡f史;11i=ついて新たに投資する必長ァ戸生

いハ占ノプロジェクトを客企， .沼田J，)る際に、球境保全~是正定見を iiË1¥ ¥ L 

ナラ

"ロ

li、L人!のような'[，点存iiえながら審査を行川、被??の具体的

fJ 改行為;ごコい仁(立、事実は日月 il幸、子絞は {~j:史、適 ;11渋11'I土"イl宰ずあり、

越権行為はないと認定し/Jnまた、第一苫による技菜開始づえの境内栄

;gl~_!l(こっ'，.， -'¥-iごは、被むの前lイtllJ行為に4るものではなく、:かも被告は、

手認 μjの際;環境保全事1買宇要求していたL、信 者が王弐な牛詮段取

::人る前日 午請を Lなかっfのは速丘、であるが、被告の責{二で

はない乙忠告しういう被告が行った違;1な11--1認可↑丁為に4り人身(人格J

自(J対応的帰宍を被円だという i張にはFlf拠がイ、J'F仁、かっ、第二者i土行

政機関ごはないため七政損害賠償仁、行たらないと Lた J

J:J、二か i三、 1，政前記、!、孔灸~ j日J(!(.こ主主づき、 199/)イfll月烈日:こ11、下の

ような判決が円い液5れた口告の?丁った1992年12月"H (!)可決

定を紘J守するの l玄原口の訴訟請求を来却する c

'J SG年評決とその引の地点行政規民'10)規疋iよれば、 Af投資額が150万元Lよと

の遣に立プ口シ寸クトに討しごは、本件涜亡に;1 認口fl事 :a~がないこ J h な品 問

題 ~i、投資総額にニJil!ß) ~*Jト目叫が什まれるかとう炉ぞある ニれにつ¥'ご、羽

附な k).~ :il-~~土なし ''íjヘ 投下J に l土、 +s:J:f ;t:~:1民に実際 l こ j吏凶寸る 1)lt， O)投資制を加

算するのが妥当であるように考えムIIるコ

"行政~~IT:lúヘ ti-:S il 条 1 ;::CHL I人t心五|出土、将理を行ったっすで、 31なる泊況ct)
:~'-C 、以 l のような異なる判伏を cすこ 2 がときる具体的行政行為:ζ 、

証仰が明住で、 i当局法律 法授がι催、う〆コ、{壬〉を:手絞に合致して(， ，~， j話会、

具体的Ff立行品告を絞f、ける判決を卜 γ ， 0 と刈~'.ラゐ一

1.1:， LiJ:Gl :j・4二6)426



中 1 の場N~ アヒスメン!枝市'1慌の構造込市 羽果(r.'i ・完i

L宇、 11は、 xlJメ区人民渋涜の i高打vとを小限として、 xlJ巾級人民法
院iト諒一 1冷支卜訴人σコ只件、的行政行為;上、根拠がないだYトでなく、

人身(人+n-):l'j滑片的制?とをもたらしたので、それを;ji)J1守、?と 1￥判

決の事正日号、定は「J:リであ川、判決はごと正件今天守るためそれを収消す、
必割tJ詳人は、寄与二昌の扶業停止を命るとHC1に、損害賠滋と Lて1.8

}J Jじを土11、う上つ求めた P これに討し仁、和、上訴ノ、はfI725半U決のi創十を

求めたご

2窪i:t:1た{土、受i平絞 事三だこ適用法律について政認した与えで、行政
訴訟法61矢 1;J!ム1(.:::Nーづき、 ト訴を棄却し、!正面Lを維持したれ

本件(.;t、事:芸名がま21埼γイゴスメン;、子読を'je泌Lてv、るものの、試話完

:l~事去の υ乏~I賞亡、lÍl請を主主った事例である己 86-ff. t:持法20条 l土、 I 建設ブ

ロジ工グトの正式なお，¥来あるドは使沼町に、事業苫li存査・二忍[1;権限を

持ぅ環J昆lX"業主11'9 1: 対して、環境保護施誌の波し域合~'y':1告を提引い環

境保己主治了1~o)i't )lj状τ足、係諸効与柱、完成基準を1見 i判しなければならないd

政在に合惜しかっ「環易保法施設検者合情~l::J を得て、はじ的て正式

;牛屋あるいは1史用するここができる」こ定めていゐ しかLながり、

事業者はなザ、このi明確宇JJI定を静ねLたのか〈

本件計上、 iWJ¥i-;:1 こ 4 り、お芦や~Ij t長物のt~r tJ~ な クリアして

いたと結論Hijら1してL、るが、来'1'をケ 1]?するだけ E本当に:ミいのかc

これは、まさ仁、三見手J 湾;t~T' セスメント申l 反は、 l最境影響をでさえJ 行け

|口(避・低減寸るためのベスト追ぷ~t'lではな〈、エ止境J三、作'7 1 J ア JP卜にある

とし hうノ|締みの実態を物μ苦っている v ど/之、 11ft?:よ院は、主主ー者の操業

閥的ィ交の1設j立汚染f-i~1 jl垣l土、被合(T)';:':認吋F為によるものではなく、しか

も、佼告は主認可の常告に環境保全'Jf壌を要求しているとする J しカし、

被汗は、少なくシも行政機関のま51境lよ社全時:;:'~去守 J~ 責任を果たし一、いない

ように忠われる。

(21 事例15]環境保護局の不作為を訴えた事件

11 Gl{;f、 1去はも i人t\Jî~1当日士、 ヒバオ¥-1斗歩手rf~する際、灯、 l、のような状況仁基

っき処返寸る 1 原審判決の事実認定か間結、通;T1iJ、1T'a--、:H!が了間存であ
る場合、上;;[f;を事JJL、l忠者を偲持ずる判仇を F--t...J とち-cめている
1~ i51:コ白タイ rルは、 LJ峰ァt状1112官i果同行f'z:司、作砧敗訴)でめる(争~八似ア111司、

=Li:j、('::1U'4こ5)4:';:' IllG 1 
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中田の環境アセスメン 1法制陵の構造運用 効果(5・完)

から被上訴人は行政不作為であった (2)89年法の規定によれば、被上訴

人徴収の汚染良県償金を全額汚染防除に使用すべきであヮたにもかかわら

ず、被上訴人は、それを第一者付近のilJ染防除に使用していないu 必被

上訴人は、第 者に対して、確かに 定の行政行為を行っていることは

説、めるが、同染防除の甘的に達していないので、職責版行とまでは認め

られないと寸るつそれゆえ、被上司千人の行為は小作為にあたることを確

訟し、原審判決を取jriし、職責版f丁を命ずる判決を求めたU

これに対して、被上訴人は、以下のように反論したの上訴人のいう第

二者染色ム坊の建設時から、当hの者先・認可を経ていないというのは

事'五無根である。球境保設局の審査・認ロJにかかる職権は、事業者のトH

請を日IJ提にする。 2001年初めに、第二者の染色ーじ坊は、環境保護部門の

竣土検査を経ていないが、法に基づきま車境保設施設竣土検査手続を補充

し、|百j年 5月に竣ム検也、を済ませた。また、徴収した汚染物排阿賀川は、

!Ijに全額約入しており、しかもそれは、主に深刻な汚染源および総作絵

備プ口ンェク「に使用されるものであって、当局としてはそれを:δ窓的

に使用できない。したがって、被上訴人は、環境保護行政監'皆包理職責

を履行しているので、 上訴人の訴訟請求を烹主IJし、原審判決の維持を求

めた。

2審法院は、 卜訴の受糾後に剰在を行った。 卜訴人が被卜訴人に対し

て2回にわたり通報していることは客観的ポ実であり、また、 89年法 7

条2尻、水質汚i凶li}j止法4条1項によれば、被上訴人は、地域の水質域

埼を監督管理する資格および法どの職権を有するコ被上訴人が、上訴人

の通報に対して調杏処周を行い、かっ、処即結'*'を上訴人に通知してい

ることは、その法的職責を胤f丁したことになる。

上副長人が主張するような、被上訴人が第二苫の染色土場の竣工時に検

昔?をしていない、環境アセスメント報告書のシド提州、汚染防止判別資金

を相Li:.、のところに使用していないという問題は、本件訴訟の審査内'件に

は!召しない。

2審法|完は、 j京審法院認定の事実が明確、証拠が充分、適用法律・法

胤が止催、審奇手続が合法であるとして、 卜訴を烹却し、町、審判決を維

持する判決を言い渡したじ

本件は、企業が環境保全施設を確実に設置しなかったことにより環境

北法61(1・423)423 r1l81 
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問 ふ1

会引き抱こし、 l';j:';、波若者である!阜ドが、 l'ljゴL羽窓会解決するため、

行政の職青のイ、定1.を訴えた環境行政訴訟でめる、フドfTにおいて、環〆見

アセス λ ンヲ、f".kえ万三f丁われたかど弓か(この右l二、そもそも開設にされ

なかった)は小引であるが、 i最j~í不全地設の設 E お~: 7.../-プ口ジ L クトの

捻|検丘子絞が欠}hしナいることは停かである U このことは、環境アセ

スメン卜のず続の'j、拘が、そのお，':，i之を 4人民;の事業!付手平に反映させる収工

枚査F明白と:lIt離LていることをノJ している「これは、環境ア kスメ、

指:1 援の〈士ノ:~~}j'I'!牛のド11泡につながっているといわざるをえないl

本件は、 j弘ムーの母子日lよ Jて、絞己寸叶")，じの!1Jl述丈をと J た犬め、

京を履行した Y する判決が下されるのも-i.ifF聞がない事業であ

る。 L培、一本件の環境問派員(J解決されたのか、つまり人環境汚染に」

る損害ii救泌されたのかし 1訂正 7!:Jジ工クト主主 l検査は、事業者のトドif-

を11IJもたとするが、 1主設事業者が妓 I.tせ合そをとド詰しな vミ:違法の)Jpj ~Iè-:土、

区百管理職立を有する環境保設行政玉管部門としては、 I'~ も刻 k、方}去が

ないのであろ与かc 涼J克7+-スメント法昨夜の仕組み ψ摂l誌から考えl白→

す立、妥があるよ与に恩われるー

(3) 事例1自]違法増築をめくる長い争いの結末、

j良育〔上訴人ノ :邪干EW~li主 J~ 奈コーケス一日語

被 ;li{被|訴人j 同

2CDl年lD月 lGH、平日十三立は泣ききJ ークス i毎 U~J， i' 原iLi」 という l

lよ、 l祁托主幹、工膏r;[5(苦J'r:h口jE主朽の管業免司書:を 4之預Lた後、時;坑アセ

スえント l統や峻 )1賞告'T続を3討↑f!ゼずに、れいた11販を苅給した乃(元

のほ挨;こ加えて、新く 19制のコーケス却炉i叫4与したというじ 2CXst-:， 
3 月 14 汁、 ~m ，江怯t苦境保護局{以ト 依告」という: !立、「五;、った牛佳

によりたうえごをもたらし 少いう珂山で l制;球{呆罰竿(:~収 131 第 1

日本円 l土、内支ilJ郭，11)'多胡ITt中枇人民誌にの2川 4年:l!]:口 j)行政判決二

;， (2c“ 14i れ行終字第 7 弓)であ!人書~bj( :小閉ざれ工ものではなく、半者が

伺人(I~:人予した*1J日声であふ J がれでのタイトルは主計が命名しょ

H 棋は IliF-10)T， f:!t中[¥1:0)'{&>'(人コム/:--t)レ万五}江戸(こ適用され、京殺に相当

する υ

J:-オ件は、 4ムパ|産が州出となっ点、のであ/)が、払κ!産↑との!産内得、

内史問題l土小切であるハ

r~19 LiJ:Gl :j・4ニ2)422



中田の環境アセスメン 1法制陵の構造運用 効果(5・完)

サ行政処罰決定書」を原告に送達し、 5万元の;，1¥¥料を科したひそして、

2003年4月11日、被告は、郭ft;克成人民法院に強制執行を申請し、原告

はう1、書IJ払いで処罰義務を版行した。

2003年日月初日、被告は、「原白の拡大プロジ工クトは、国家の建設

ブロジコクト環境保護管理の関連規正に反するものである」という理由

で、「部五世保罰字 (2003)第 l号環境保議行政法規造反による処罰決定評」

を原告に送達したcその内容は、必2003年5月26Hまでにヰ監を停止し、

そして15日以内に増築した18俳|コークスかを徹去したうえで原状|口|復ナ

る、(?);)万元の過料を科す、というものであった。

!阜、井は、被f守の処罰決定を不服として、部托克旗人民法院に行政訴訟

を提起した。法院は、受理後被告に訴状の乃しを送達した。しかし、従

件は、具体的行政行為の根拠たる閃連資料を提山しないばかりか、法定

期間中の答弁もせず、さらに、 2回にわたる法廷召喚にも応答しなかっ

た。そこで、法院は、被合の「那環保罰字 (2003)第 1サ域境保設行政

法胤違反による処罰決定書」を取消す干IJ決を卜したc

その後、被告は、「増築プロジェクトは、環境アセスメント手続を踏

まえず、無断で若正し、しかも、それが同家比定の要求を満たしていな

い」という理由で、 2003年8月初日、「郭環保罰字 (2003)第0[0サ行政

処罰決定書 lという 1四日の行政処罰決定書を送達した。そして、原告

の牛屋川動に対して、 89年法36条、 98年条がiUZ5条の規どに反するもので

あるから、生産停止を命じると同時に、 2印13作 8 月 22 日を期限と~-(原

状回復を命じたコ

原告は、このような行政処罰決定を小服として、部托克旗人民法院に

行政訴訟を提起し、行政決どの取引'jしを求めたU その具体的理由として

以下のことをあげた。③多重処罰〔事多罰]である。つまり、冗の行

政処罰を取消していないにもかかわらず、内度行政処罰決定を作lしたの

は、多重処罰の進法行為である。必子続迫]えである、処罰する前に、処

剖の事実 理由・根拠および相手hが有する権利等について通知してい

ないし、公聴会も開催しなかったので、原作に陳述弁解の機会を与えて

いないc (3)処罰決定の内容が違法である 1四日の行政処罰は、増築に

対するものであり、ペ時建設停止を命じなかったことは、 J弦楽を認可し

たものと見ることができるつしかし、その級、また撤去せよというイP盾

北法61(1・421)421 rl訊J)
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するik疋を出したことは、違法である。

これに対して、被告は、以上のようにおIし弁したっ①原22が増築した18

佃コークス炉は、環境アセスメント子統を実施していないc また、今M

の行政処罰決定は、 2003作8月6日に部托克旗人民法院によって行政処

罰l決どが取れされた後の2003年 8月20Hに出されたものなので、多重処

罰に当たらないっヨ)処罰千絵については、簡易手続方式を収っているの

で、 J主注ではないじ。次L罫jは、原告が被告のiぢ染行為に対する刊二のi:i

志を証視した結米であり、やむをえない選択肢であったので、進法では

な1.'c また、被告は2003年目月20tJl7時にとった「現場枚売記録J (原

件は、これへのサインを拒存Lた)を法院に提山した。

部托克放人民法院は、従告による増築コークス炉に対する牛産停止お

よび原状|μ|復を命ずる処罰は、国の持続ロJ能な発展戦略に符合し、法律

に反するものではないとして、行政訴訟法54条1J且に朱づき、以卜のよ

うな判決を青い渡したc

(む郡環i早罰'/(2003)第010号行政処罰決定を*IH!する。本件訴訟

受理費100元および訴訟費用200元はl宇、持の負担とするu 〈云本判決に不服

がある場合、判決書受領f去の15日以内に郭附多斯市中級人民法院に上訴

することができるじ

そこで、原告は I審判決を小山として、害日爾多斯市中級人民法院に卜

訴したc 上訴の理由は、 1脊提訴時の理由のほかに、):JI、のものであっ

たのロココークス炉の大気汚染は、地方探境基準を超えていない、ミDt皮上
訴人は、処罰IT体としての資格もないし、証拠もないとして、行政処罰

決定の収消しを求めた{

明1m多斯市中級人民法院は、被上訴人が、中日干ノ旬にその陳述梓・弁解
権を行使できることを件知せず、また、公聴会も開催しなかったことは

手続違反であるとして、「別1車保苛I'T'(2003)第010号行政処罰決定」を

無効であるとした、そして、行政訴訟法54条2Jl! 3サ、 61条2ム買の規定

に某づき、次σ)1'1J決を言い渡した。

0) 那托克旗人民法院の 1審判決((21川3)那托行初字第 7J，ま行政判決)
を取消すO

(2) 被上訴人の「郭環[呆罰字 (2α)3)第010サ行政処罰決定」を取消すυ

(3) 被卜訴人は 1か円以内に改めて具弘、的な行政行為を行うこと。

r1211 北法61U '420)420 



中 1 の場N~ アヒスメン!枝市'1慌の構造込市 羽果(r'-i ・完i

1・2'酔法院『つt主程費三00むとでの犯の訴訟費吊Li007Cヰ令わせた

れ00JL~'土、校ト王手人の白H1H:: 寸る

イメ'l'UiJ: i;~ 市 v 半年'l'Uひとである v

本1'1止、法士克?七スメユト子科日 声I附子絞 殺」ニト免杏子こ ν った

環境保護g:丘 S，-t-r九千絞を実施1 ず、 J!l.f; lt~~， -~l自主きをとにした F業担， ' 

る行政処罰7続の当汗が予われた事例である…治、予解決のJ"，{，令(J)ゾロセ

スをみると、 f丁伐処罰、強制i執行、 f丁伐;:1帯電ど者〕 というiJ:(10 

I告告が干1)男去れ仁いる [かし、本刊の守1点{土、手業者が法境ア七ス£

ント等のi*ò~手絞め実施を怠っふことをめぐるものではノ与し依己が問

題の宇説ιにtJL-(丹ーにわぐっ'(1丁っと行政処罰の当手、じあった(被
告はなぜ行政処罰j を~';.. ，1旦したのかc 不当に行政処罰!?tと24条

説行止;:処罰去り条1 じいう事;邑処罰ので11規定に!んし 亡ドないのかし

これ仁対して、 '*・ 2容の法院とも仁、 :11M:から判断ししいないc

人民法院は、ます、球境保設qの1)1前;こl心じてェ忌よJ、楽に刻する強制

事il行 ~1了い、その後、環誌?i~~支局に対して欠席判決をトしとっそして、

法境保全の明Jj荒争中長した l審裁判J と、碍J\i-~;主主より行政渋の執行の切j

出:を23隠した 2W:裁判のように、人':(U院の対応も異なる"1i在かl二、環

境涼護の白から考えれば、 l審判伐を支持すべきとも考えられるが、↑丁

l政処罰IJ~了繰 ì.'J ilJ. 1〆た1?i改の無茶な行為そ正すという rol:，9，かιJは、やはり

n'評判決のほうが妥、iでおハう

どうやら、本1'1 判決では、1);1!，託アセスメ L 人の上うな辺諸仏，，~士&-官・

51JヲJ 去を点る忠質災者¥の制裁より、ヱ宗主計保護局に対してyょによるf丁

政を強化するという したよ〉である J コまり、最初から、

{ぷ上る環Js1 i' fSz:-)トわれて"叶1は¥このぶうな結末を迎えオに済んだ
のではないかとほわ札る p

"コタ rl~jt:処説法 a~)0G年 3 円 lFI に採れ、 195品字 10月けより H:;1;) 24条!去、 当

事者の河 内定法行為Vこ;i.;I_~ 亡、 2 凹江 I s)泊料と， ，う行政処罰をiナえてはな

hな v、」 ζするL

J'i 環境保夜行政処罰黙法 (1日9fn日)J (j : : :!'，;， 11、加03-{1'-11jJ仁川修正(;-誌

[ ;三は、「同 の.J:!fi. l主邑i;，~J: C)に対 L フ[斗[以!の泊料をする上うなれ政jLi1~;]

をしては士ら J士1._， とする

~Lì:j、 (i1U '4l9) 419 11221 



(4) 事例1刀法的不備による環境行政訴訟lト

-λ入

問 ふ1

[f~~'~' 卜訴人イムL斗市川長i吉区I色彩デジタ ì l-- I}、 E 有限会社

被肯(被上f，fF人) イム 111 1T;I:~恨l 区渋境保護，J;;J

組14;己主H.:は、 2001午‘打、11;，ド1m注!区に"叶%3設立青むを発j止さ主‘ l主

;たず円ンニクト環境?でスメント子続を実施せれご明きつげi!品 uぜ去
は '1釘河jJl)'1 JというJを法政し、 4nJ:阪で土産を非j始、Lたc2003守口付

1711 、設計~'I):土、 {ム11市町伎は億X:3デジタル広告有限会社 (町、 1"

「原Fむとい.:))こ改}灯、 u、1:rdl恢他民一商行政管10同じっ認ロ:.，よ打
成、v し、 æ.-~一日去、法，d't 2三人〆なり、 . .?;.(通広o'i:fljf乍(，.:1itゎ

るニぞ Y なった。

2004~ír12月 27 l::l、仏 1I→T1了間~l l，i息|メ E苦境保護持 l以|、 l 絞告 こいう土、

〆2004: 003生O~子審査・認:r!iJ、支丹を作ぷ L、ニ、品提出のプ口ジ工ク

1渇，Oy選 1::"丈!;;::{可業 iλ .iJ&:人‘にあり、底辺環境への I;~-:~~(J)影響が大きしミ fp

め、当E夏場所に[μj立できも、、としたU

原告は件 FY 迎行で投気扇，と事!日してj.Ji~えの処j咋をしていとた町、その

臭気が河辺地域に;ょがn、その品ι呆、 1下民からお()S年 5月1: rrと:同年内
行15日のど|引にわたり被告に苦情が寄せられていたじ被吉は、 2何);)年 Q

月2U汀:こ 1丁政処罰事i1i:J主主E書 J、 i130円に I1丁ば処罰部存]通知書 J を

if:(.，;I;に込迭したロ二世士:11吉にi土、1]以処罰法:u条・ 32条・，1:2条の見定によ

り、 hl政処戸1iえどのlj}実 注目・初来』が日己弐され、 j民口は以述・寸1'1'汗
組問要求の権限を有することもぶされぐし、丈、l

H年10月27H、被肯は公聴会を問符し1c さらに、 1，，1ノi'1l!l15H、被

:とは、原口の盤町岩 ないし蝶境保護地設の正監端 :~t.f~r' がくJ8.1f条例28条

グ)1克シ」よ9: るものとして、情療詐-j<:.2005J 039号行政処罰決正吉」

竹原諸クイ 1，}〆l之、 fe1，111:-h":1日他豆窓彩数崎広告白寝公司う七、Illrh艇徳区持易

保~G Fri; であり、 Jじ大法忠、 http:，，1 www.l awyee.net!Case!Case...Disp~ay.as;:J ? 

RID=84~<:;;í&K( 山、υnl (長終γ クJ ス口;:;:， 2UC:つよf~) H26C; 1:君主下、c

I~: 28条 lよ、 l 当条例の規定 iこ違反、、 i:ß~どプ n:) :1:.クト?ご広岩乙する付属1t設

の fti)~吋→全J山泣がフて~2i: J、未椀査 結査小作十~C)'I占況で、キ:紅、 事TFTL(役

人主汗あ 1，;) いはt1人伎ポ:~/::場合、当設建設プロジてク 1の王長岐 T七ス Jント

?長書‘時f話7 トス λ/ト?H;I;.T:. 環境Y+.スメ〉ト〈tM己去を百五r:，:した胃液保
護fl政 i管部門が、生子ャJみるいは十'i'mの十字11争命"るとJlに、よ，)万正以下グ〉過

r ~23 LiJ:G1 :j・418)413



中 1 の場N~ アヒスメン!枝市'1慌の構造込市 羽果(r'-i ・完i

を発布し、以トのようなi-iezJi~h rnを決定した:l)SiJ7C 人民:re)のj週
刊を刊す、必当行政処罰決定書の交官主日から噴3つけム喝の生産停止を

命じると

同午ll))!(，U 、原口は、行政処-~Ij ~):宏 7号苓受j宗 L/ 、同 18U 、(人i:rdi~;言

問深護局に不服申てを提起した、 2006年 1月1'7戸、仏山市[者境保護

)司1，，'、イJ必i複決字 [2006] 号 行政点目日ふし立と抜決者二 を発布し、

被告0):2UUS: O:J0行政処罰決どを維得する砕を :llj20f I ，;こ原古にj三i主し七、

原;5:止、このみえがと浄イ、月ほと Lて、仏11，fJ服役、区人民法|況に行政訴訟を提

起したー

本f'!'(1l"[:，戸~，:t、事 J、台JJ、f立の多前に及ぶが、川、アσ)ぶうに翠l干するこ

とカミできるつ

11 j'ヰ彩設;1郊の耳、i大行為五千Iiこっし、ご

原告は、 il;i!彩設計的は洞人経'b'i;本であり、名十おー企実的在日，往設H.)'

R~ .:ti 任範出当の出で、!立干ヰヒ~なる法1~:0ニ休であるため、滋彩校門l 刊;

の司、法1~-為による頁fJを負わないとずる c

こ1Uニ討して対前;土、温設川部とl長自;土 つのi44なる渋f土1て休であ

ることを認めるが、溢彩設言i 奇i;i土、以 ~'(l)-fjí; ~社であり、改むのうえでそ

の権列義務を絞承Lたもしケむあると王張Lたー国家政境保湾総，q発布の
1--{j2:業寸士号モイ去の環境汚染防:1責ff::kl ~-i1 lこ|期する以持 I (19ω{-:-'.l h29ヨ1

は、中交が手・分、/なと仁1'1'コて変更された場台、 7じの企業が負うて

き1'1;'染防上己責任:よ支見i去の企業が負担守べきでまうる〆;i;める y したがハ

て、原長;土、 i祉事:3~支社部の!~手iJ義務を社電子五L てし h るので、そのu.、ú0安 ~~F

も負うべ主であるこすふれ

2 }牛j追悶必同期について

!弘行1.上、つO(kUr.G弓にH-!，i;'人L!:.il~ きつけ ~d械の「州入喫約書 J (hi~、認

は[股鋲今|司吉J: を干芝rHL、20m寺のH1-/1 にブ口ンエク iを者

Iさせてv、だという悦子の戸UI析はイミJ珪切であるとずるハ

これ仁 xtLてぬfEi土、， M華人契約百J ま!:c( (~斗11日者どの売買契約で

あι て、ヌCl04i.ぃ GF:.こ ~;I しいi噴きつ rJ~~干孔を追加 Lたニ台しか日正flJjでき

なu とするへ

料μ処J.Jシザダ〉亡し、る

~Lì:j、 ('::1 U '4l7) 417 112~ 1 



論 μ見

3) iJj染源の認疋について

原告は、被告には原告のプロジェク卜が汚染源であることを祉明する

有力な証拠がなく、住民の背情のみで判|析しているとする c これに対し

て、被告は、①原告の法定代表人が公聴会において汚染源であることを

白ら認めた、(吾被告の職只が、 2005年5月11H、原告のu暑を検査した
際に排気と騒音が検山され、汚染防止施設がなかった、③>tt民が数|ロ|に

わたり原告の排気および駁ri午汚染が深刻であることを報告していたこと

などを祉拠としてあげ、人気や騒音汚染Iir山基;~tをクリアしていたとし

てもi'J染源であるとする c

4)過料の令官買について

原告は、環境保護行政処罰j耕法17条1J自のkli.定に某っき、県級環境保

設主管部門は 5万πではなく、 1万冗以下の過料を科t権限しか有Lな

いとオ~ÎRーする。

これに刻して被存は、上記の地方城境保設部門の過料sR皮初、の条立;規

定は2003年11月日日に発布された同家主黒崎保護総局の環境保E並行政処罰

対法17条によって取消されており、修正後の17条は、具体的な金散を定

めていないと主張した。また、本件の恨拠である98年条例は行政法胤で

あり、環境保護行政処罰新法は行政規則であるため、上位規範を松拠に

4一べきであると 4一る。

5 )ィ土f干のJ血JIJについて

原告は、言「イUlii.土16条によれば、国家が建設プロジ L クトを分類管用し、

その分類管理リストをl本|務院環境保護行政T.管部門が制定公布するとさ

れているが、国家域境保謀総局の分類管用リストには、噴きつけ工場は

あげられておらず、よって、被告の行政処罰は法的・ m実的叔拠がない
とする。

これに対して被告は、 1984年5月8t1た布。〕環境保護事業に関する1'.1

務院の決定(1車語は〔国務院関於環境保設工作的決定J)4条1項、 1996
年8月3tI発布の環境保護のむ十の問題に関するいl務院の決定(原請は

[国務院関於環境保説若干問題的決定)) 3条1項、 89年法24条などに

よれば、建設ブロン ェクトは環境保譲施設を整備するd必要があると明催

に定めていると主張しているじ

また、同家環Jii保護総同公布 (2001年2月17日)の「力、頒管瑚リス「

f1201 北法61U '416)4Hi 



中田の環境アセスメン 1法制陵の構造運用 効果(5・完)

(第 部)J 4条附則 1によれば、分類管理リストに組み込まれていな

しh建設ブ口ジェクトは、当該リストの原則に従って分類管1却するとされ

るU この規定によれば、!阜、持に対して環境アセスメント丈喜の提出を要

求できる。また、被告は、「行政処罰決定存」に処罰の法的恨拠を98作

条例28条であると明記したはずであり、この条文だけでも充分に行政処

罰ができると tる。

1荘ィ土院は、受理後調査認止をf丁ったうえで、 98年条iYUll条 1・2項

により定められた広東有建設プロジ工クト環境保全分級審杏・認ロl管瓜

規定は、噴きつけJじ坊を環境アセスメ〆ト対象範併lに組み込み、また↓"1

家E草士克j最日生総局lこ}III山をなしていることから、本{牛プロジェクトはこれ

によるものであると判l断したc

法院は、 98年条例19条1・2Jsの規定によれば、建設機関は実行口j能

性の研究段隅あるいは建設フロンェクトの着上前に環境アセスメント文

書の審査許口J干続を天施すべきであるとするc また、同条例 7条1項 2

~.環境影響が軽度の主主設プロジェク卜は環境アセスメント報告表を作

成する)、 10条1項(環境アセスメント主書は、王省古1)門の y備福査を

五千て、環境保議行政主管部門の前認IIJを得る)、 16条(三同時制度)、 89

年法24条 U'J染物質排出機関は、必ず環境に守えうる;'1):$および危害を
防止すべきである)などによれば、原告の行為は、 98年条例28条の胤定

に反するので行政処罰は免れないとする c したがって、行政訴訟法54条

1項の規定に基づき、被告の行政処罰決定を維持し、訴古公費用100}しは

原告の負jHとする判決をドした。

原告は、 1審判決を不服として、 lム東省仏IlrlIirJ1級人民法院に上訴し

た。 2審法院は、木i牛を受理した後、審理を行ったc 被上訴人は、 98年

条例28条を根拠に行政処罰を与えているが、 oコ国家世話境保11主総局公イ11の
「分前自符r!!!リスト (第 部)J と「分数待理リストJ(2002年10月13t1) 

には、本件対象事業である Ul'íきつけ土場が組み込まれていない、 (~)1法上

訴人は、行政処罰を決定する日iJに、当該7'ロジェクトを広東省環境保護

局の建設7ロジェクト環境保全管理リストに組み込み、かつ、国家探境

保護総局に届l引を提内していることを卜訴人に*11らせていないので、噴

きつけて場に対して、環境アセスメント詳認可子統を千丁うべきであると

寸る主張は法的恨拠を欠くとして、当院はよ持できないとする c

北iHJ(1・415)4Ei 11261 
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また、国家環境保護司令応による環境保護施設整備が明確に必要である

建設プロジェクトに闘する必等(環僻 [2006J27号)によれば、分類管

理リスト範囲内の建設プロジェクトには、環境保護施設轄備が記、要であ

るのこれ以外は、現場検査・モニタリングによって、汚染物排山系不超

過ブロジュクトあるいは所在地|メの環境機能嬰求に符合しないブロジコ

クトであると判断した場合に、はじめて深境保護施設主主備が必要となるの

木件の場合、被上訴人は、{午民に尋ねたa'JT録および現場の半兵だけで
環境汚染であると認定L、汚染物とはMか、その排出は慕;~tに達してい

るかどうか、当該地|メの環境機能史求に符合するかどうかなどの証拠が

提山されていない。以上から、被上訴人の順球罰字 [21川5J 039~行政

処罰決定は、事実訟定が不明幌、証拠が不足、法律適川が不11停である

として、行政訴訟法61条3J頁・ 54条2j頁の規定に基づき、以下のような

終審判決が言い渡されたc

⑦ 仏1111I!)順徳区人民法院 (2仰6))iIl!法行初字第27サ行政判決を取消すコ

③ 被卜訴人の順環罰サ， [2ω3J 039弓行政処罰決定を取消すc

③ 本i牛l帝.2者の訴訟費用200元は、被上訴人の負担とするυ

本件は、そもそも環J昆アセスメント手続と三同時千絞の怠慢によって

引き起こされた行政訴訟宅イ牛である 1審では、環境アセスメント丈喜

の審脊千絞を怠ったことが98介条例28条に反するものとして行政処罰を

維持する判決が卜された。しかし、上訴審では、、11該ブロジコクトは分

知管用リストに載っていないのでアセスメントを行う法的恨拠はないと

し、また、叶該プロジコクトが広東省、の建設ブロジコケト環境保全分類、

管県規定に組み込まれ、アセスメント実施の[[:当性を認めたとしても、

その日を原告に通知していないという理由で、席、替が夜され、上訴人の

企業が勝訴した}総じていえば、 1審法院の事'五と法的認定-j/5:説付力を

布し、環境保護の見地からしても、公11な紛争処理の見地からしても口

定的な判断であるように考えられるじしかし、干はり当該プロジェクト

は分割自符理リストに日月停に組み込まれていないし、これに某づき制定さ

れた広東省建設ブ口ジ Lク卜球境保4とうよ級審査・認ロJ管理規定にも見当

たらないのが問題である c

また、 /If*~原についても、本i牛で問題にされなかったが、原有企業の

場所選定に同意しない環境保護局の審杏立見は正当であり、それに従わ

[1271 北法61U '414)414 



中 1 の場N~ アヒスメン!枝市'1慌の構造込市 羽果(r'-i ・完i

ないことが本件j~ 1)染問題ドつながったと号、われる J また、 ?-íj-~会事実が戸5

IJ童ごあると寸る子止百社拠、 iJ、的依拠が 7t/ó~てあるので、更去る 1r:; 7E.検古、

が必史であ旬、な轄備対象にすべきであるように考えられる、

(5) 事例181建設ブロジェヲトの試験営業許可決定をめくる行政訴訟20

原告は訴人永豊ピル1=1'十台、徐}JWJら[3名の{下民

被22(被上訴人 l 再日』手県環境保

$~者 iロ;民指〈法治流合成F'j(，V 山口斤右者j

j々是正れ(以;-，- I i若 者」という止、引)OS片 2IJ、詑が流ゴJ2';λ)J

KTVをノ;、同ピJv1 r~ iご，l.ll[，:trで右 L:~，、 そしし2:バ)5年 1fj 20七か勺営業
を開始した(当支ピルIJ、 1・ゾ詰が育長}ちであ】)、ョ;皆以ーがf土Uf!

である。第一者が叫'業Lはじめた盟七、住itがニコ己主 KTV0")泌 ~:j 】こつい

て背約存訴え、生ihí 県土去二責保持一局(.L~、 「市fti とし』う)がその営;γ子

止およぴl}~;J主γ セスメシ p 千況の仙 kをポ，~t 。

?こで、第一石J土、 2uos-fr.J月、碑I川lij"WU:克利マオ11党的に委託し、主主

J足7'-1ヲスメンf-~1了い、 2oos -if 6 J J (二時 Jj$.: アゼスメント策~~:;.1< を完成さ

せ、 プロジーケトは基本的に実行できる」とい弓 111品目、至ったu それ

を受けに被古;よ、 200;)/1ド吊汁[ぷ司、「詑浮流金次円 KTVの試験汽業

に慢する公ノト iを作成し、試nfr:営菜4t:K1を2.005t-;;. 8 H ~当日より河守 9 月

17 日の30 日間[二}〆た合試験竹楽期間 '1' に ~þ至高 ;~II定そ Liごところ、同号;比王

子午基準をケ 1Jア L什つり、 またお一一者から、光とお存会ワイ，:Iiをぷi'主LたJ苦

境アセスバント報古表を;:領したこともあって、:?，OO~-)守百円'，8E、当該

ブU ジコクにの環士対アせスメント]続がt/j可"'1しだ、
三れに::C'l'L亡、 7k坐l<-)~に iì む治7J~}Jらl:l γ! の OJ1i!; (t;，ト 原 ~J~ と

い弓土、月三役県人民i去民1=1 J政詐訟を提起し、引役白のぞ川、決之の取

手=tしを求めると日時;こ、ぎ)1;"，汗;こ、第一者;こ討するゾロジェアトの仔 11

命令と;{0料の試μ果を求めた。

l寵J士|史{土、 G、について、 Uiêの公示は、環境保設行政r[)~ ，の職権的

九であり、 E長崎影響の担保お小 tF万';1吉会;おげる意見~m~μ)7ごめの千

~(，長者タイトル l之、「総力i坊、万対、前委羽、 1 '.;ffJ刊 誌~n~平等う龍治保持:完

保延町J であり、よ人法京、 hこtp:，' '¥V¥Yw.bwyee日 r/CZtSe/'CJ.se___Displ町

山口 RlD=l~X正 7-'Í&Kcv\\ りγ巳 f抗終〆ク七スEは、 2009汗b) jこ日口 i を多目

~Lì:j、 ('::1 U '4l2) 413 112[，1 



論 μ見

段であり、追跡調査およびプロジェクトの詐認可に必要であるとして支

持したc また、②につい亡、原告は請求を収り|、げる中 L立てをしたの

で、それを承認したυ そして、最高人民法院の「巾華人民共和国行政訴

訟法執行の若干の問題に関する解釈J;)6条1瓜4号に基づき、原白の請

求を棄却し、木件受理費100元とその他の訴訟費liJ400元の合計50C元は

原むの負担とする判iたを下したっ

原告は l審判決を不服として、 i事l江省樺I州市中級人民法院に上訴し、

被上訴人が決定した公示の取消しを求めたっ当該法院は、 2006午4月17

Hに受理し、 2006年 5月17tIに香理をねった。

上副長人(J車計)の訴えのJ!j!fI1として以下のことがあげられた。①1審

判決の審先・認定の対象に誤りがある。 卜訴人(原告)が審去を請求し

たのは、試験営業の許ロl行為であり、公示行為と追跡調査行為ではない}

②被卜訴人(彼告jの行政決定および30tI聞の試験営業期間の決定は法

的根拠がない。

これに対して、被卜訴人(被告)は以上のように反論したっ①1審判

決の審査・認定刻象は正確である}被上訴人(被背)決定の公示は、単

なる試験常業の前川にとどまらず、当該プロジェクト環J且アセスメン}

手続の許可に向けての具休的子続と子段でもある。試験営業は、環境ア

セスメントの動態測定に必要であり、 卜訴人に対して指骨を与えていな

い。②被上訴人(被告)公ノJ、の法的干14拠は充分である U 被上訴人(被告)

は、行政前日j法12粂4項、 35条、計{山法28条、 981['条例19条および断江

省建設7
0

ロジコクト環境保護管理税法39条を公/J~の tJi拠としたc これら

の諸規定によれば、環境保説部門は、球境アセスメント審査・認ロlの過

程で、「動態的モニタリング環境評価」千法およびモニタリング環境評

価期間を決定することができ、しかも法律上これについての制限規定が

ない。 Lたがって、 h訴人(原告)の卜訴理由は、事実的根拠および法

的根拠を欠く。

2審法院は、営利的文化娯楽施設の新築は、 1'，1試が胤定する騒音恭牟

を満たすべきであり、建設プ口ジ Lク卜が投入止産あるいは使用される

前に、騒音防止施設について環境主持部門の竣ム検告を仰ぐべきである

とするじ環境保護部門の竣て検査は、て同行政管理部門がその営業免汗

祉を発行する必要条件である c 本件の公示にし寸試験常業~'(IIJ は、環境

r1291 北法61U '412)412 



中 1 の場N~ アヒスメン!枝市'1慌の構造込市 羽果(r'-i ・完i

保護i六律規定の2Jはや営業 (J阜;Eは[試ι主主J) ごあ 11、 1_'0i行j主i主埋め

立!ばでの t芦業」〆は~モなる 公ノド中の試験t芦業関向の決定F土、fJo.f-Tt!、

規に明確な規定がないため、被上f，fF人(役十守j が本lサC)只(.}，!crJ0状記に誌

づき:10じ問と定めた}とは合時的であるたがって、 L訴人{原

の木件の l計三足的根拠および法的以拠がないと Lミう i3LU土支持できないと

した〉

I 脊半iJijそのポ4丈訟í，~h;:VHi<<十、託tí~が充分、沌'1;iJ立、作が"勺、

がiT法とあるため、行政訴訟法sl粂 1:;B~二基っき、以下の終審判決を F

した、

必上訴を繋j~DL、;f¥審判yrLを"，iH十する v

21手受理費1的元、その他の訴訟費111400その今わせたSOL1元は i

~I; 人(;阜、 1J:[.'; の負担とするハ

本件l立、環境γセスハ〆ト市1，反むにぴて1，;)叫:lrl)疫に反LC-， 

て・宮楽したプロジ I クドに対して、その子続の祐光を嬰托する際に、

試験J日業決定~ii'-irj-7;ÇI-gj践となった事例であるの

IJ) 建設プロジ仁ケ司、の試験営長ー長Jm~ :-~つい亡

すえ騨:ロ!業およびその期:;j.!c可決定l士、本(，:の争山、の一つで」ちるじ試験l骨

茶の't~r;~ につし aて、外国から導人するブロジ 1 ク f' tよ試放百条が必安で

ある21とされるが、同1)，1名手illプロジェクトには判ぬな厄定がなし伊。また、

ol !:-19おり年:一回氷将ι:)f司会・田谷、員十両委 f司会‘~~'j;古市 在~Y.}.G，fJが)1、:w;で発
かした l主主 iした迫設アロン「クトを宍執刀、っ流やかに汽検・村r-i1rし、よとf>e:充

足主主ること lこ問するい:うかの立民 J (J旦pfilz〔問i了、認宍清開校jとは円以紫

1¥/-t 駄収交付(史Jt-ir)-;]幾点思見]j l 計基仁 gK~l 1削;}) 0)中l、l外l判か九導入

する(，1日没俄ブnン寸クトよ化ムブ口ジェク!は 3かH(7)試験 L業段階ヰムい]
ゐこ炉ができる J tある 99C.l'f:に~~ミ円丁副委民会が党布しと立設プロジ三

ケト r 1事j 竣 :X¥ft食品二:王には、 外ヒオから導入した~:;t<布 y ロジ i ク r は ðrt以

1オ君主手段や巴弓Hと寸るυTσ 伯の丈足立ブu~:.- L クト i土、将業構の _L~j-~I: 応じる」

と京高三されている l なお、 :~:n土、広東1行;tfぇÙ~i:llI ì，，;Jが2()U3 í.fé. ~，二、 I ~むぇノ，0 ~_1 ジ J

ケト -':':{4~:I:~むの投入司 l主の認定に闘する出a互につい亡」、司ヨ特段保fを松吋に

日小、合わ tc.:-たときの返湾、ぺあゐ

ど試Z史\P業は、建jtt事業 15 ぴ)巾泊により開始寸る t検査 i~i去ワ条: JfU '0 まf二、

注~:tブロシェアトの 7 休土'1すが、立正土後に J 験乍:- -~;: 1~' ，1、t::とする7品1-tにのみ、

~Lì:j、 ('::1 U '4l1) 41 11以)I 



-λ入

問 ふ1

試験営業期j以の長短lついて、法律 l明石ずな規疋~;:な， 'が、 3か月が

骨止的でお、それJ孔タト(ム /t.rrt・2年間):1例タであるように与えられる

本作におい¥、行政が1か月とい弓 dVL史弘美則前を託けとことは、例外

であ :'1、やは h行政の円111).え苧が愉し γ「いる「とが明鋭であゐ r それゆ

え、木件)虫色の 試験営業とその悶限的決"'は、法びJれく拠がな V'J とい

う主張l止、 j与1'1のない主張ではないと忠わ札る p

山本1'1'におlナる 、山

ノDノq，:f: K T V CJ;'UI，; 

生省ビルの l院において、騒音・品:動の詰〈しいKTVを設置すること

は、立地選さにおいて非 I;I~' に不適切じめる v これは〆れf? を決討する与え

での大口i{=f是である c

法的に凡てみると、ま打郎日年， . さZした法I克i最弘司(7)

サーピス号誌の史、J主符起に附する通知」があ !J、その J/J ;~ )土、「ノ土

だピルJ)r-;lで、娯来場・自動甲;号ーその1主滋円。)激しい一仁場などを

p'業しではな Lない ;と定的ている。しかし、 1999;1の同予言院の Ij;¥ 

楽J主主の 4一理条例ーは、 学校・病院・ノ'i~:itt堤防の学子7・作業秩不在方Lす

ようなJg-刈で、 I呉売サ ピス業をdlclんで:土主らなし品J ;" るが、 f土'主

ピルにおいての立地に Lていないげ条IゴJ:Dに
2006 Yf-~ニ、、J;?j符瑚条1タiが改正予 ;h 、その 7 条で、 I1 宅 ， jレ|ヘlにお

付属耕一境保護施設も u十工十とiud叫にふ験計業にへるべきごちる (98年条待:]1日
条 検企帯，)-;(:;条 i とする碍I~，じめるひ

お試験常業を必要介守一る主主ぷフロジ寸ク「は、試験μ君主~始から日か H 以叶

に、 JRI九ア~)~スメ ωノドえ叫山み-)権|以をおーする探境保，-，~j-iJFt主弘祁門 L刈して、

i主i立ノ「ロジ L) 卜時J-R~涼全捻 J之内竣l検査を庁ド告すると孔~5t されている (98汁

条例~(j条 2 ユ良 治i八持ト以 10条1

2十試以営1Rから;)1)づj0) li~J に、環境保全快査会f74ト備えていないと誌Iめられ

る建設ブロジプクドにつv、て、建設.~'~アí ~立、 ;1i験常~~~"ftf;かり 3 か月山内(町

議ft;..ふわï] 権を持つ環;J1f~~i討J 孜主九部門に当該(会誌フコジょク?環杭保全村E

Eその日T刀l審1告を向)すて、十主音:K可!日?)舟とl:Jと険杏 f'ノiJ1!1ヨを説Hにしな;付しばな
らなvミ}このilt可ふ併て!土じめ三、"ilttオ11f1片l士試験告主命併殺'-4ることがと
きる 試験営業p:jJ?l; ~よ反長 I イI とするのイヲ路 t支建「立つ"'n ジコケトの~~J吸営業開j

伺!土景五円 ~r する円ミ?宇部;去!日長百点;

1.1; LiJ:G1 :j・410)410



中 1 の場N~ アヒスメン!枝市'1慌の構造込市 羽果(r'-i ・完i

けど〉ぶ楽業禁11という規定が明f1f(.設けらわず二一¥4条例は、 20何年3

月l日より随行され rl'るので、本叶 l審判決 2審判決でも適;:で3

たおと円、われる l :~ i;' L 、この日を!才、半年 l土ェ張せず、j:~+J0)争点と(立なっ

¥いな"'" 

¥2:'環境影響評fr1Tiitj主佼

斗1'1述設ゾロジサク 1、1:工、時11，克アセスメン 1、H士おと工ぴ技工徐容ず粒

を士一?丁せ f主ι;f-("操業し、日干情iJ、23条に反LてU るc この場合、環土台保

護記:止、挙業者に士LJ架業停ムlおよび?セスメン p子寄っの権売を命ずる

のみ?あって、その他の計引はないのしカ吋、:長崎保護 J可のqJ 致命令じ
以L、7 セスメント手品宅を下者プヒLないでき lこ、 !，tLめて l品科にIi寸こ台

がで主る=これは、いりてみれ(J、 法律に反する場合計三Uなし、行政

行r令ト:)ぇ Fるよ接合罰則あり」とし、う行政4-~{ú の仕組みじなっているとし、

えにうつ

さらに、本f'jにおいては、以下のよへな主t~~ ，~、があげられる c つは、

半作第二者(事業者!が、そもそも門業計 "J書と J汽業免W:舎を)2"1ょして

いるか汗か;つ¥'て、判jjた畜宇j.，J，た限りでは不可保である c 19~;百年の以

来場併管則条例によると、事業者l土、必1再放Jぷ「の文化千Jlf1管球部門

公安機関・ 1お昼行政部門♂〉帝査:二台絡し、泊三長日干可吾を取得段、 1'" i丁

以特注~:'i~Fl に笠百円仁、 I(~;業免前声合取71JJ てから、 lま?二めて 'i;-i，' 楽で主る

こと;、な，，でいゐ(12条 14条い1')，i!x' I 岳、 ~1午第 昌一が営業免先苫

を取得していれば、土述の行政機関刀ヲイ占J:に1/，~ているこ〉になり(~;-)
条)、仮仁、〈一れを号じていなけずしl工、古島ー者が上記条例に反してし泊

るごとになるのいま つは、￥HI京 FtJl土、なぜ、:古~-E~古ぷにも

信 者に対して命令させ:、そのプワジ J ケトを停止さ1 、かっ;Æ料を，~"\

;'壬[正 ::uイ1:~c-: !~ル， t生物館・刈 '2H'r"")・丈化財保=芸tt~染物内、

子:佼病民公共|笠間目]辺、〈工以ラ'(>'士など人的多い場所、市建物(?)池|、 H軒

以 r'，'，".l科学物坊の保イYWのJiiく》いっ h場所に娯~:f;fu ，生を出世ずることを-0>.

11してし、心

2千三ドYll審の判決日[立明日己されていなし、。しかし、 2審(7)'1:埋ヨ;立、 2006汁

4 fj 1'! B~"，の亡、 卜訴則阪をj直'，':，'0，; l~) 日間で言:詳 l〆た場合、 1 宥和J;:~-:よ :?OÜf-l年

， ! J初旬，: 1、主れ止もの乙こ拾沼13 札。。ぞれゆえ、 ~O()(H:3jJ~I: 施行の条 z

を適用できふ〉角空うれるー

~Lì:j、 ('::1 U '4i.ゆ1409 11321 



論 μ見

課すること)を取り下げたのかυ これこそ、環境問題(騒廿/1)染)を解

決するうえで、最も工主要なポイントではないかc にもかかわら「、原告

の前に、誰もが平ったことのないプロジェクトの試験営装・期間の決定

を予う道しか浅されていなかった点は非書にィ、思議とある η

7 環境アセスメント行政訴訟の事例の分析

上記の 5つのm例は、環境アセスメ〆ト紛争の行政訴訟において、い
わゆる域境管県対象としての住民や事業者が、域境アセスメントにかか

わる千J政処剖ゃれ政許可の取消し、↓"1家賠償(原語は[千J政賠償])、 lJ

i皮職寅の履行なとを求めた代表的な事例である c それらの事例はいかな

る特彼と意味を持つのか、 j:J十で分析してみることにする。

(1) 環境アセスメント法制度の形骸化

卜記の事例を見ると、環境アセスメント法制度の実効性は、イ1 名書~実

の有Jtとなっている。[事例14]は、 86年締法の'五施時期であった1990

咋代のはじめごろに発生し、環境アセスメント千絞が一応行われたもの

と恩われるが、環境保護主活部門の審査意比にいう環境保護施設を設け

ず、竣二じ検者手続が抜け落ちているつまた、[事例15]、[事例16]は、 20ω

年以後に発生し、 98年条例を泊用すべき事例であるじしかし、環境アセ

スメント手続および唆二L検査千続が実施されていない。さらに、[事例

17]、[事例18]は、新法(評価法)実施後に発牛したが、 1，')じく環境ア

セスメント手続をなっている。それゆえ、制作税法-98作条例 2003午

評何法のいずれの時間においても、環境アセスメ〆ト法制度が1，')じよう

に予を抜かれている様子が浮かび上がり、法制度がし、くら交わっても、

環境アセスメント透法事実が変わらないということを物語っている。

(2) 環境保全配慮、の不足

環境アセスメント行政訴訟の領域において、行政の直接的相手みであ

る事業者が行政訴訟を提起する場合と、行政の同長的相手方である被害

住民が、行政訴訟を提起する場合がある c ほ己の[事例14]、[事例15]

は、被害住民(州人)からの訴えであり、行政許ロlの取消L、国家(行

政)M:';j員Pあるいは汚染防除を求めた。[事例16]、[事例17]は、事業者

からの訴えであり、法による環境行政およひ1丁政処罰の取消しを求めて

いるつまた、[事例18]は、 13名の住民によるいわゆる団体訴訟であり、

11331 北法61(1'408)408



中 1 の場N~ アヒスメン!枝市'1慌の構造込市 羽果(r'-i ・完i

hJl.Z裁ikの取市しおよび'(ij染被与の"万除を求める J ぞれゆえ、 f下長;止

上、事業話:こせに涼Jぇアセスメ〆}の不当 不備にかrトわるf了政訴訟

を'flJffJするが、ぞ Hぞれのよ場からそれぞ 1 し(/)やlMê を J自求する f~tl"J が強

く、環境問題を札突から解決しょとする配慮均三l主るかにィ、j止してしsる

よ与であω

:31 環境影響評価法執行の無視

~記の 5 つの下トにお l~， ~_と、寸業者l手、環埼アl:スメシト

をな :'1、無山iご京工あるいはr-:河・佼ノ弔害関対するケ スが多いつまた、

アセスハント子絞をわったとしても、それは形人的ノミもので、実質

的な時l境f恥:lι抗慣を訴じず、いわゆる一同時制l支が軒続されている(よ

れば、 ';'1，1政法大J子環境 cs{iJhU土羽vl究所所民:→一線訟の批下jずる 環境没法

ヱスト iY氏い、 J最J査順法 7 人トが高い"況も:であるようじ考え I~~ :i!るの

また、 l}~;J走行員r機|剥は、公桂 Jr:'2~W :)、それを好き士ように探り|円iL

ている。例え(.;f、[事例 IGl を兄ると、凶家が_~~f.:.11した建設プロジJ ク

1 に対して取締りを rぺきとこλ、3日にわたり違法に?了政処罰を?了い、
hJ:文裁判の段FTむようやく只体的hJJ幻i為の松拠たる討純資料宇提{到し

た。~かも、人民γJ、院の 2 :[1 (/){j喚も}Ill，0)，¥e-. .zしるこ(::(.士、環 lJi 1S:~ま誌、

iTおよび円Jiよへの開涜であるこいわ主、るをえない

(4) 環境行政が敗訴する原因

i三じの日つのlj}似をえると、 ['F例[(司、[1'仰U1711:おいて、最終的

iこ深夜r1~設 1司{上敗訴 1 <'いる そのJ~'; :1 〆~ ~('、{事例 lG] で Jよて芝公に

l実務保護J丈体辺、およびI続法民反であり、[1'iYUlilでは
よび行政決定の ~Jj 拠古川、 l 分とあるとさ 41 ごし s る υi場J克行 J政部門が政訴

するl県川については、 投1:1;政IJ為的Ji!!i[;iEと1i' f;z~-町公ùfi :TIJJの注法牲と

に大切1]"0札、さんに、行政行為の取抗hこは、 n[挺不足、 i幻定m(!)~異 t'j、

職花iL.UIJ、処罰0)示ヨti、行政不作為などが含ま

れ、行政訴訟活動のj革法:牛には、挙日iEl与 W(})--4~i~守、補充証拠の戸ミ百1撃

の主法f 使、 ~jf拠提l叶の怠i吾、遺伝1 J~ if!l: 1':'. J.;) 0) :t改， 1 などがあげられし

いるお確かに、[事問16]、{事WU1 ilの敗訴原因を凡てみる円、上述

'!'i 王燦発， f)可法違法IN:本氏Jこ原回初日立変途{手持汁」環境 f~-;、g2003<i'- 9期32一川良

沙|ロL~)式 日長光成「行政機克ιf政訴訟Ii: ~):~ifJ主同及対前ーJ)"，内 f十会科学:':006

~Lì:j、 ('::1 U '4i)7) 407 lu~1 



-λ入

問 ふ1

のL宇、:5Jのいく vコかじ、iてはまるものがある J つま :1、環J'i1h1，立が敗訴す

るf込町土、具体自(H了政行為が送i1、 不当であるか、あるいh工、 f了政訴訟

プU セスにおける千続法!J.であるかのい寸れかにペてはまる :!J それゆ

え、川支給な 1云封行(止、半なる i岩j~行以紛争の{拝~):たけではなく、法信行

政記上URT法制jのii!i)IJI つながる烹訟でもめ IJ、環境行政のi主法行為

を収本から見悼す記、安がある 4うにllわれる υ

(5) アセスメント法制度の制度的欠陥の現れ

!_-"己の例を見ると、[事例14] におし冶可は、時境保設たさは、}京f克アセ

スメント干書の審公意見を提出し、また、 ['):;1刈 171 でも、 1，~j!vi J霊忘

について不同窓の烹児を提起している}しかし、以降には、そ札らの定

見を叫尚一 Z れに従わなかった場台の法的効巣が出7立されていないG

また、{事例，，，]ドドう f地の使用料(.;，、投資総僚に方l主主よべさかどう

かの河題について明 J手な持己主を欠いている。さらに、 F:j:;:列i日} で争わ
れた回見合長楽について、いった、、とのようなブロジ 1 クになら険宮主主

を行うのか、そして、その期間iJ:iかけなのか、それとも 1'tなのか、

延長 T心地今どのような要件が必要なのかこいった 述の同窓は、行政

伐実の裁量::委ねられているのが実清である、

以上の"，な!，:)t先アて;スメント報古書右どの者l'f.認可にあとって、

ミ~;誌}日日立 1ri政機械の悦!日する -EZB売そどのように実態の事

ヲ主t反映させ:るか、 J票J完保設地設が停かド施されてLはJかど行かを誌が

信科するのかなとの~*超;工しるまだに併~J( ~れていないl

16i 環境アセスメント紛争解決の長い道のり

時J立千7政党~~rl~ なし、 Lrt:t完行政 ~'!I' IlJ は、 i最J~T.l;スメン k紛!'flの、ーたる

走!}I人であり、 jJ fふう相子ん(1M]按的な約千五)は、不服申 L古て、行政

( 1寄・ 2存)のl閣に紛了!解決をよj二めるのが 続出jごある 3 上j誌の

日つの事刈を見るこ、殆とがごのようなブロふスを出"ていん c !車検紛

争に取らないが、 f'/iJ"'{; 降伏のすべての段階・手続を尽くしても、必ず1

も]11;心事告のIFIE-tる1'，;誌な紛争f駅長とはならず、それJふト争'^応ける

年。民(述、u21羽 í':~-7:) 肖 A

以 前;:;i 与え~li:: = Ht j'l幸l民;llrc当てft-;，人1:I}nJ首i、τ的背絞J ~.立，主新日→也二Ij2UO(ì イI

4月241:'7頁

U:， LiJ:Gl :j・40G)406



中 1 の場N~ アヒスメン!枝市'1慌の構造込市 羽果(r'-i ・完i

泣がな〈、制皮的仁王Eがれてから 段併とならざるを付ない ~jh(仁、紛

争がl'l 燃しナ ~Ej合、 Yl 審 f絞に人る羽合も~，(よしYfみられるが、ぞれに

しても、紛手所決お 4 び~l~~t:奇問院の紋泊になっているとは取らないので

ある υ

以[の、つの治らこのような開通 1')が数多く肴'['(されるが、マイ

十スの Hiばかりでなく、プラスのiHfもあることをあわでと客主目的に計Li

してがく必嬰があろう〕この}き、戸及にi世ずるものとして、少な、と

も{手伝16]、{手1ピ17]において時境行政機関をl枚訴させた裁判所の対

応である こ7.U土、 ;t治1J æえの医l'iヒをアピールするものレして~;F'-{fffi ~:: ~!:与

する。

i 主主の平例分析からあげられた ihl~:~，)汁のはかに、環境行政訴訟全般の

河~r;として、〉手、の(7: 、 :giをあわーぜてお;同することができるし

(7，1 行政訴訟における I困難」

J;~'リ:~1-;]文副HIキ_~(l)ヂIJ井jにあた Jて、 審理雑・判決錐・執行維の

1:，し雑 l現象がL品!宇であるといわれているヘ

会浬Jこっし、て、事くの環境棒キめぐる訴訟は、:志向叔仰がないこいう

瑚LUでr全則されず、普通のH'!台長ロ償訴訟であっーとも、止立方気:zま土義やJ住
ブ/経i;if1J説主義により受理主れな¥，.，場今がめる可I FU境行政亨件:二主:;t，

ては、，jgラわが行政庁lこ対 IJ「訴訟を}H:起ずる勇気がなく、法広Aζ 仁て

も交え重したくない面がある J さら;、;土f，)e~ャ持ち j主まれた 'Fi牛(土、苔逝

iこl)たって、特に')、(4':i;，、8')あるいはT続法的恨拠古川、l引碓で、法的主体

の倍刈義務なごむ干高めて『を昧であるたの帯;闘が州離にな， ~ ている cまた、

判決にあたっては、地方保E圭j義ゃ邦河仮設 L;J't(.こJる介入で、正刊な

判決を i、すことができす、被当主の訴えを王是非する場合も£る

311111 悔 l 論環境糾紛j十j~JJi':t~ft済」華中科技人学学説作l 会科学版) 2u()4年

，; 1!!:4.1<lo頁

31 イヲtえi芝、日()()]年lυ耳171子、 民間 J、と芝法学市の MfÔ~宣伝・部 )~ti~l(ij t'l.:員 l土、~~:'::

，:"1 →漫 _~{~{l.rj)建誌が白黙示械の制賞lí!'を促 '2jづるもの ζ して、士~~;'z&.t il主J午 10' を

わてノた昨;妖市吉i"r;;;-;f~~ 合 :-tj手~~ 1') 、 itt:t許可0) 取?ì'J〆合、.j~if; -C Iしらえ巾中J浪人民ン!、

流に行政一九訟をjE丁乏し λが 却ト主れ λ事例がある[宗寺林 議決1，11，<<1苛公主主
訴訟巾l丸山総建」人大研究2()07苧1()iTl :，徒、1!JoroD .1:¥頁;

~Lì:j、 ('::1 U '4i.応14u:] 11301 
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問 ふ1

その{?:三;は、やは i'JIT; l~士権の非独立性が最大日問題として (fイ1 し、

可i1-:v)1了政化・地方化が進み、財政と人事大陸を照る行政機関が戸、件、古J
，lú CP 処f~.: こ r:j)，与し、権利紋j斉を妨げてし、るとされる:-;}

(自) 環境行政訴訟における「二重代理被告」の仕組み

環境保護1dF立で色 ~J:;)門が、政府 l~15円を代替して被告とな iJ 、さらに、

主主境保設行政主管部ド]の職員あるいはその代用人が、 j-~!U;主J与LE刻一政主管

GI;I札→をf℃判、して役討「品にl'り心いわ山る 長代理役討J 0') ↑|細みが~C き

あ治、cて vゐる日斗、における{;-iEV::wド訟の'!剖ムみといささか11;なるので、

J〉、 1，'''c\J~n月する、

円本的行政組織理論で1，主、行政組織のあ; 作を伝言ZL、午i号Ijの行政機

信]はヲ主体法 1..C7J としての資怖をTJLないっ行政1体的組織部門とし

亡、行政主体の名義ご呉イ木的行政行為を行い、行為の法的五千I:ii行政王

体i属するi:I組みど云っしいる c これi:対して、中川では、何々の行政

機関(l)独4性を強前;し、細々の行政機関1J'共休刊行政行為の法的只{二を

負う七社;月となっている c Fj誌は、二れらの行政t~1長l 問で千1I訴が暴なる

ことが多く、必ずも 致するとは限句なし 3ことごあな-'{'irr去l王、各級

地方人民政府と、そこに月!~')I:F;寸る涼425業手 iITi主管部WI 1 の吋における

利益。)悼~'だかゴド日に Iリ]確である νr;~境保護行政王;~-部門 iJ 、 iJ:、f!t (íl 等鮫

合守り、 JK~併に環Jii(\i進法 ;j: ~昔、 17 しようこする凶がある 布、同i汲人JL

政府(!)指導を長げながっ政府とお調をあわ)古る立、安もある。時境保議行

政主管部l"Jiよ、工えI{j部|吋を後ろfヨiこした汚染企業に立ち山かう〆き、ゴ「
'i:T; (こ:工，.)内:itしh山士尋によ巳し清/lめられ、 、Iな到!主をすれば、 tlUJ政府部
門を代将て被告の町に肖るごとが l分あるとい与

また、環悦'ZA翌1:政T管 i'il~門の具体自'01;政が問題となり、 きの解

決が裁判所に持ち込まれた場合、行政機関の沃ヤ号主計ではなく、 I~:r;同 (1)

職t'iが役告llhに単品均台が多く、ひいて(ま代理人のみが訴訟する均台が

ある。このような「 重代辺被rT~ の七組みの巾で、環j互行 j三文部門は、

違法・不斗ノ訂 J~lfY. r'.;，誌を依然、L て1Jうのである、

弘:)j而「主「惜建Wc世松長、完吉行iF-!of{(f汗市1]litJ)j('丈2C昨日午}'>1時J(-)O頁

"古 f上「ノ:害;ぇ回]果Jtij ，政JL言、制度的湾内，ltニ号.lCi :1と民林軒以λ年年設 (1~

会利守版(i討4HJ; (2Cl:JG~ナ) 1l ~;-116:rl: 

1-37 LiJ:Gl :j・404)404



中 1 の場N~ アヒスメン!枝市'1慌の構造込市 羽果(r'-i ・完i

第4節 環境アセスメントにおける紛争処理の泊中比較

ここまで '1'国の部域アセスメン\にかかわる紛:+I-~岡山全{手段につし h

てfJt込しごきたυ 以 l、では、じ同両国のそれを比較するために、まず、

H木の環Iぶアセスえン入紛争処理シス J ムを概観すること(.，~'- -:~る υ

日本の環境アセスメント紛争処理システム

日本とも aiIそ境汚，j"'[;の解決にあた勺仁、決判によるものはごく 部と

あり、子uどの紛争込玉虫ではわ政機関がさまさま形ぞかかわってし sるレい

われーといるヘ以下で i士、 tiiT売台青処卜t.'埼京阪予三金1・

にれける」;;L体的紛争処理状況につV，て考案する G

( (1 日本の環境苦情処理状況全般

h~えr機|長j刀、深憤坊?争むにぴ環境苦会を「処理1 べきことを定め亡いる

としては、鉱業法(19、がい、 L(;，，+JJ+R害(l)賠??Tに閉する位、作 (19G:
およびこγ六紛争処理法 (1970 1r) おがあ~iられているつそのうん l公

害苧処理iては、ノZ~這;;係る芳情判|談制度、あっせん・調停 '1寸裁およ

び裁定の制度を llì~- 通ており、たこ0:二片足V る古情なし L 功、争処土曜のいわば

1定江、としての地!止を占めて v、る lwとされるc 特に、古川官制作i先制 l誌に

つい亡、公'i*;'紛争処リW;:'*(立、え!J，)行公共方体が、関係1~'政機関と協力し ζ

公岩仁悶すゐ苫i古の泊切な処理l努めるべきことをどめ;-4-9条r覚、

公芹昔情相以民:よ、 ~;'iTf5:~J引のためによ、要な調夜、指.ìqおよび助言を1J

弓ほか、公百古村にかかる伯幸uを関係機関へj吊知し、その総常 1;'処E唱の
ために必要な事務を77JIものこされている :17

全山ワi{)坦府県、古田i村の公￥]11、門誌等r/)?G~ I rで正:;刊すげた1996年か

うIOetj.聞の-f4:'戸市打数の推移は主主 J ----zl ----1のとおり¥ゃある I

札畠山i臣、道 木品茂男=-tiJ成二iA漏主「ミ対T党f子政相j問、/);~ft ~:{ 8':;明7毛北山握太

学21古館Ilj'J会、 ;99;)年 14頁に
3~ ~:;:Jf 111武返本位茂男古~，'X i出(，，\漏出。靖持 1上3 ，1 • 1512 

子ててでの斡~I[ . ~，:司停・イ 1 1 1栽および栽氾の剰反は、成J;主主主丘、 2 条只によM

疋する典-~ 7公有に関する氏事紛争解決にみl心するものであるとされる(島11;

武道木it:.t七UJ='1['域誠知合 E 的措i+3'1. 16}~J 

げ1111 日、i立ぶ佐茂男古城誠編著・ ~íJ 樗;土 )4 • 16頁{

~Lì:j、 ('::1 U '4i)2) 403 1131，1 



量産 5-4-1 典型7公害普および典型7公害以外の

苦情件数の樵移(主主佼:件、%)
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問 ふ1
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この支を見る〉、 199G~午の苅;~~!:是jJ 総í^i 妙、[土 623J~-)f1 であり、その後

増減しながり 2:Jü5守的背目、で臼5655ft こなり、主本r:'~に増加の趨勢を見

せている合また、 T汁自の結SIJから』llるこ、典;Ff;:J7公六の持清が!十倒的に

多く、 7 を占的ナいることがわかる〕これらの苫姑件数を'"1';1の

ι→古処河市jI主 役子守・来誌 のí'i 数と i七べてみると、その z~;~が3[:'吊 iこノ人

えいことがわかるは、 5----1 ----1を参照Icつまり、1ω6専の111主;の佐世・

来 ，H"~Hl設は lG:)(-)47ぞ|で為仁田尽の U 本の深涜苦十古受10打数の2

であコたが、 2GU5年h なると 7:)06Uo件となり、 H木のI，i]年件数の7.9トJ

にまで増えてし hる3 もちろん、 日'1'の人口や国土の而官、 Hコ付士境7脊利主討i析f行守;刈日

寺等::)η〉恭苧本:汀川Jな条什

ずの無浬が'1lる、 〕刀か:1ながつ 干;は正[り)内国L治主よ境克刻|向可短の{深i沼t却刻Jさを 一7定E 

辞皮&n1~ ~，ているものと jJ、われるの

ニグ)J: :)な九一f守処沼市IJIむム住民の権利利益山保設、行政機関へのい青

業況供によると子絞の施策改善を日約と L、行政機関子4毛布、に対応するこ

とい.1;')、1(清・ をおi場・迅速仁、しかも眼科で処理「ることがで

きる当;のメ 11 ソトを品っといJ5h いわれる ~8
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中 1 の場N~ アヒスメン!枝市'1慌の構造込市 羽果(r'-i ・完i

そして、行II士、11応;土、発生源骨{IJ(.対する七政指導、 l巨悶の詞査、市山

人(，:~対する説得、当事:高の雨含いの渇を誌げるら:との子 it、(.:~上れ、苛せ

られた/';"清を処珂 Lているよへであるヘ日本の環境~:'!'青の処環状況は

来日 4 2のとおりである i

表 5-4-2 環境苦情の取扱(全国都道府県、市町村の

公害担当課等の窓口)件数および処理件数の推移

I¥ 年¥¥度¥¥J百¥U ¥ '[1'1'，めが、川
Y~l却の状刈 ば!h総jH~

以総件扱 新jf.(， 問 '1F麦 111 ~-îi:' 11l'i¥ Jヘユカ堤
そ:/)t~2 
中の直接処

%J，; /l:'r，l 乃繰li: 処ヨ1I F事」与三 へ繰自主 組合て %) 

1 fl0f; 012何 8~Iお| 0:61 76:ケ4 1:唱〉jq]rミJ 9~-)'19 リ氏片付 民コ

1%::1 SSu12 7G0以) S~:J2 71 ;-9.l 1212 S?S::;2 31;;7 84， .) 

~n的。 S(下i'、う，)1 8:':泊1 5376 783つ9 Hil:~ lCJ2H "口〕ヌ 什L

2¥)0: IU.12¥)( りi7Gi 0-1-:19 己心Si 2ぶむ〕 1l!cr;~-) 3021 t立ツ
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'!:JU.1 1 Ol fi?け !};;~;_:1 Î~~(!日 .'-l 7::日:~ ~?1 抗 71 !，'_; J7:i7 .'-l6.0 

a: 1 1古究民主 ，之、 lド!う人が地方爪共:.j:'1.J)刊荷主ス U~R.1:i切 ν 納得[ふとろ、 ロヮ1?r'~号

必 3刀、月 J子京手法1-c も市 F人から刈l:tOノ市、 とが右"と~::i事老町!相肝がl氏 1. ，~/;'二

心之、泊';;hÇ~'千為または1!J:~;六の頁 Ikl がなくなったと，"::';字、子寺内刀'Jlfrドリたと ~Vめられるこ

v であろ〕土勺、「そ灯也 J土、 l辺主丈::I，'EちfJ'!-:Jをしと背が-，，，i:R?，とき、 ↑1土人か
地)j公 f"何{:j.J/)j-!j芭または市JJ-j:こ納得しとよL功、1巴i苦情を叫U!:-';-ると;1がない Y き、十l'
"人 J、:L)同士 l6:J.J{夕、:'，ム片~ ~~ t:乙急会らであべJ と三れ之

(従件平iιltiノ十a::c三六ι十Mri::;;r:，-f，，'， ~~作、主ぷ 〔公lム久子百件云l:i会与1f)j)，，;

『山IHI娯そ :ltt:): 、京伊古、w、引叩oun口巴D.lP 瓦けuc且山fり)lυ/反引"ο京七C日Cll'-'ll町1I-:，' 'r_yo/jy{い】 斗 lツpdf '，I't_主1iえ一アyク
セスロ;止、う1¥'S布、ト-)21)日l

衣5 4 2をt，-tl，ると、 i12j主丸l)辺されて νaる事例だ:j--C1998午から

お 04年までに必ける平均処在不は85.4%に注していることがわかる L

かし、 '1 1 国ごは、 Ä:f青 ~~JIf叩Ijr支の和JifJ半は高し、~)のの、 199Eγ:↓から:主)0;)

士主でにおけどバ宣言 1<訪の平均処詑半(ま75.4%に返ぎない{ぷ c. 1 

2 :0:照)~，このよう;、 11 本の85 .4出といっ I設f克背約，\I~'!;J~守に刻 L て、

民 1本首iliitc'"シケー 者:;-nT 日 Hヘ体lこ J、ける f ンプ--~' /Yな苛1仁川}:;I処J也

j主 iC宇都市七ンタ一、 2ω6チf¥rl' γ頁J

刊 hLLド W仏、札 SOlltJlu.go.jp/l、ouchoilkl山 W ぜd只ぞ Irepむr:/1<:ょjyuu--l自/jyouk)/(jト1じi

む (J言終 7 クセス[~は、三り09午 5 H26]) -;y参照ο
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問 ふ1

rt国は75.Li %であるといろ単純な数字点三校から見ても、巾:%1のj岩崎問

題併況の実ぷ1)'主に問題?){Oちる Lことが見えてくる〈

:2i 環境アセスメント苦情・紛争の処理

!の考守きは、あくまでも環境井情処足状況の全般であるので、特j完了

ゼスメントにぷける苫怯処担も含まれてるものと患われる J しカし、

そのっち環境アセスえン?の分野における苦情処:'1げi数がどれにけあ，

て、具体的にl、かなる形で処理されているのかという問訟については、

学説‘完了~] J 、~~~リすが17われて νゐないよ 7 である J この古にワいては、

中 1"1のそ札と 1 ， 1)以?あり、更公る検討が主主であるよう~::，mわれるの

2 日本の環境アセスメント紛争の行政不服審査

行政不阪市L.:u口、ついては、行政芳、月1-:(1寺査法があるハ当該「法の1[ 

u<; 1王、子政1:の達{丈・不均な処分に対する|日II立の怪干iJ.利五Ir:(j)簡易かてJ
iG速な紋併を第ーとするc 第ーのゴト[1~，よ、行政の自 r 対」制、 コまれ行政

の i重正なJ阜ザタの縦'i~~である 1"( こされる。

とこらで、手続開始役、報i査);'1土、ヌ、服ヒ己¥'/て書が行政;の耳、m半心
-( ~:のか、土ìi なる陳情書去のかを当事者の 22141併釈によどl峰山する必

要がある ν そして、不収州立て事項に行政処分・不作為者が存打してい

る右両か、 ;'-j::支の形式全備えているウとうか、ィ、!山中、fて人iこま!:i事者法

格があるかとうかを経理する c また、この要件ド欠げるこ ζがあっても、

補正古川自主なら、まず、イ引当の期間を定めて補正を命以(~;条.，)丹条

52条 1m・56条人 :f七、 l 切を ):l~ベる機会全守える 125条 1 ~t~t 

48粂 52条 2JCf . 5(-)粂)， >7、し、小Jiliec:lて されても、尿処分

の効}J、執IJ、子涜の絞れを停j;二しないこの原目どを採しているといわ
れ(1.，、

行伐示1'1止すf.-6，: (.土、 . !手法だけではなく、当-不当0)[問題u礼法)
の存査もできる(-1条 11ft。ただし、地ブJn i!ê法25~条の 3ì 。必ト旬、f 人

の不;~Ij-~，~:.、ノーらない|誌り、火事者の下京LないてIII!も音公できる，可処

うよ!fe上殺行政子が不氏巾立て る場台、処分の法史、宇ド14行為川

ω白山武道 ポ件茂男 市北誠編円。吋円以十3'1• 30点。

汁 á!] 山武;i:'I，=々、↑'k;え Pi=iIiほ被編著・前，1:n ;t:~4 . :-~b -%同乙

I_LI LiJ:Gl :j・400)40つ



中 1 の場N~ アヒスメン!枝市'1慌の構造込市 羽果(r'"i ・完i

51t尽き・立更の、をすることができ (4D条4エヨ.= IJ¥、47条3工員・4J頁に
ま丈、執行停止にお可、で「そのほかの廷lQ:JJ をとる Lことができる l ずだ

し、権利;)::tih制佼 cあるから、、!事千干に不利 できない (4U条 5

反11t L/点、 47条 3尽111Lt"・4頃I
''
し弁¥ 2とされている。

市f;i.H}i)として、学iiは、 1)正問、照宮エ圧のJE;:id対L1、不服ljJ;iて咋
数が少ないだ(Jでなく、政治子、も低いというどをあlY-(¥:、る y その成区

について、以1'"(/)/1がヂlずLれている。、円該7IIノ1'1こわvミて否企)丁が上級

行政iTとある持イ':"~こは処七、iT浄庇う町11りがある日また、処七、iTたる知事

または市la戸fb只をf干命して審合子会を構成することになっておじ、開3E

客企?玉三i)i3:目立の第ーで呂機関になっ VC点以Jず、公正な判断を7Jてすもの汗し

て期待できる切j思ではないこさらに、執行機関の付属機関である閉経者

査会i之、治立の亭主主局多設択することができず、処jJ庁と同本見すべきFR

Tむ!-l.k~係自日局に事務局を設置するので、審公会における不，~:l審 ihi[~コいし

の検討内科が処分ff(.こ筒抜けになり、 '11立人との関係で不公ギ1/'とじう

るとの指摘さえある

ノド服申 v てが少なし 3理問として、おJr;改不仮祐子査のデ~;;:処分戸川部

!門jがれうので、余計な事務が増える、また日}古伝端、員の大 r~.Lt 1; 政小以

審査司jj支の内科を知らてよt，(7)で、なるべく不収'1'立てを凶淀しようとす， 
m 也、 決定去の決定持限が知事など|級J成員にあるので、ィ、!ii'i~

;査処法の遅延命招きかねない、三段十告な苫商品ト逝なと JJ1h の煩î~ な手続

がでttl'/!J 市jI主治m を 1M;写し口、る、また、fJ~.-hi) 刻 i支て lよ、~;Z定. J孔決:

は3刀、円以内の処F字決父が問符5れてL、るが、それは現実的に「幸子主1¥に

泣い」といわれているへお法人の代忠人にな。地合を|往きも弁護 l肝

不服申、f ての代理人~"~なる例は少ないので、 1df支不日目審査制度よりほか

の方法を考えるなどがあげんれている l~) 

ロ品山武道 オミ佐必七;=)，減iiiま偶者。ば，iJ，ど肝jIi.与TH

j: FFI t六日~ I開発審千日 おける穴，111審干干の J丈務と百日題点 l宵」μ と正義日急5

号 U99/:1f-) ，")1 R~ 

4H1山武法=/j，>ill:: 'i己;=11いえ;域紛昔・前mu34'~4fL 

j，問中孝男 rI:J治イぷJおける-ITJt不以内企の主主 LI可と止義4:3DG~;-【 1994

午 37 おヨ
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問 ふ1

l 述の23祭からは、 II~、の傑士五 ÍJ 政メ、BIl砕査部j設も利用しャす， '制皮

L-5-~' 吋刀れず、 [t 々な珂忍を抱え E いることがわ治るいまた、 l 実|九?の事

件。〉多くは、地方初、 1:';白保夜、 Lh立l汁、公:計有怯;こ刻するもので

あり、域J互ア廿人メン kにF与するィ、JU奇書はごくわ「かであろ)， 

3 自主主の環境アセスメント紛争の行政訴訟

行政処分や公司し))(1)行使について、その効}Jの取消L、Al止め、ある

いは処分の義務コ!?17守をA;'めるとさは、訂正文事f!訴訟法による千絞に

よってfわれている 心、 lJvpl土、 ?l政+件訴訟の最も一般的字形殺であ

るllY-iii司訟丹主11司訟に焦点を当てて、出土台γ ，:スメ>!， 1:子げ)不備・

欠如を理白とする行政訴誌のが、況を検討することにしたいG

( (1 環境アセスメント内容の不備・欠如による取消訴訟

事業者ーがγ七スメン;， ~f fri;i吉を提i干し i:-i主、 -u老大f?が」これを者一在し、

免許当?を行うかどうかにつしもご決定するか、環境アセスメノ r内科の不

倫・ノペ!~~について、火のいくつかの規正があるの

まず、んi)ミ告における不備・欠如であゐ つまり、 λコージ/

:こ.-':Jいて、アセスメン1-.:7)尚宵!・子治IJ-)--.A.~きお 11 が欠けている Jtj 合で」ち

るu ノiィj、書におu-るアて;スメントの項目が欠如し、また、調査、;ユ洲、
非Liの干法にてJいて、干IH((自条)や邦5古川丁県知事 Il日条 1::;:f[)のjE児

への争開業古川、足Lており、これら 'J[)買の修，1が立、安と認められる場介i

lよ、事業芦 lよ修正斉[治、についてアゼスメント T続を石オ 3主げれば (2:~条

1 ::pt 3号)、それをノ弓;:ro;，してなされた古1ポ等は涜辺、であるとされる 1ヘ
次に、村!'jl河井における不満偽公立|であるれは、事業者がFーコた調

査が7~-[ 5-)であり、それに基っく jユ正i・1干("iが台担任を欠;場{tであるυ

仁田中)fYs・l叫射止 5・3ケ只
7 行政すれ1'1 訴;;1':;)、 C~ょ、ヨf:~í、の額引が 7 つ(二分けりれふにそのよj ら処分ま Jん

は裁決のliiJ当L訴古川、最も 段的ノミ訴訟ン狩{{"Cあるほか、不作為の遺伝任説訴

訟、加T;ijJ寺政認訴訟、 A扮i.Jけ許古ノ，:c.:l訴訟、当事苦訴訟、比米訴訟がある

とされる(吊井禾J'R編「ンクヂャ 二五議;t~ (法体主化刻、 2りU!S年.l83-84-間"

水野武夫「将校E主主1町内法違反を埋白と rる裁判」川部禁日立=水野武夫絹q:;::
涜法学グ】生成とよ人J 1信社、 lUDD年 440<141頁日

r ~~3 LiJ:Gl :j・398)3ηヨ



中 1 の場N~ アヒスメン!枝市'1慌の構造込市 羽果(r'-i ・完i

このtH~守;ーも、準備古;対して提出三内た I:J 民(18;長)ヤ都、白府県知事

(20粂 1J凶の立三および環l比大目 (23条j の立見をどのように何j巣し

たかが間在日となり、丹肢のアセスメント 1続が必交である (;_:5--$1 巧~t 1 

号〕が、ごれヰ立った場合:ニ窓口jされた泊司令は送法 Pあるとえれる

最後に、者における沢怖・欠如である ここでは符i代替茶の検

討がされていをい町祉存に慕づいに免市守がされた駄々が間三塁rなる p

ft詮索の検0'J結果をヌf司書の日己主J<1T-摂としとえめている(:::1条2茨 l号、

14条]f頁 7す口かっこ丹)ので、イI4祥子;の検討がう;1，1'，る持合になされ
丈免許与はi主法とさi(Lている

しかし、特に埼y-t:スメントがしl、制限ーイ己されるまでは、，I_~{行が71境

アヒスメン入の不備 欠如を{干1三事由としご処分の罰法tt1-争う :bii奇で

あヮても、こjし;正刊から品、える哉、いIJWJは1f-iとなかったといわれごし、るコlハ

丈一千九、 11，明IJの実ノ*'決i誌の下f釈を通じ亡、 1最!孟γセスメン p鋲Il;，円売悠

を処分の張，;q-としている裁判f'iJはあるとされる" ，1:，下、 i[ll :υ)はÍ:~♂〕玉

き更な号室作とされる処分担と原;:迫怖のFj誌に絞コて触れてぶ主たいの

1 ')処分性

J:j'{消訴訟では処)j、性が争，占となる c 前 II~ 処分や小言"1' 11] 処分が処分性を

l日水I'I'武夫'削附け 8・HltL

孔水野氏j、・前半iJlι主必・ 441-44:':日{

i これを呉j-，l(J' る具体的な事例，~: L ては、選野学 1ìJij t~ド別出 i立法 2 '_~(コ，3 C?~ 

めゐ日本道路公SlJに]ポ.:t/~主計百古いつい亡の建設火口の認可の処分れが否た

され、またiι認Yfr~こより[主 (11 ら.';';]辺 J十ほの法律上の利去五伝合もう十i していな

川こされた Illl~易自市，宇治訴訟(t人民批判 IrlRI~ü年七 円:.:'/[J :;J;a-ふ82むせ31日J

が取りト (fられて ν る f昌'"氏進木J丈 J'~: 男 古減誠繍宮・1t'~~;:ヱ3~ . :32貝/

例え i工、大うr-!C且主il:::HC~t;λl' 7 H 20: I半iJ;!';):(;:ji'<号抗日 (ド:科ニセメ L卜亭f1')で

は、ノ，~古水両に河「る権事f1守のあミ場合とも、担立て克l許を ~-1 ことが芯めら

れており、 封建l支がその封JrJJ作，h';C)_':.1'わ草埼に泣ぽJマデ}ス 0)日約景;:干の
有fべ・ Hb をもトIt~~j L、1埋め立とによりととじる宇H:Fが、 1!;Jめすてにより生じる

引2の税1きをす与Lべ超過すること泊三宝 ii;[[:'y:}(干明日1であり、ヨ宅:r(U)権利存i消滅〈?
せ まア;幻員'~ーを!-;仁さてfてもやむをえないことが出認されゐ場合に限定じれ

るとし、ノ人刊では被山はノ;'I誌の才生置を品ιていな、川'Jが問題で去るとされてい
る ( ~-;:-\山武汽 1休7支与}=Ilr-fZ.f.(;~，成編;「・前倒 {I 剖 -133n) コ

~Lì:j、 ('::1 U <397)泊7 11441 
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問 ふ1

有すること l ーは宇いがな~，";d人 Ciili互の分野では、1T1土!すi副の処分:'1が

争われどいるJ'" ~;;!J克影響評;山法 J土、 r司法、審ミ与の則定を欠き、 f了致事

{↑訴主:辻、の新釈から処分十1・i反然科イがよ}、めにオL、実S;{u)主主半(において

は、環境アゼスメント手続中の行為、ア青山;十両決定のよI~~旬、牛が手子7三され

"rし";;J'二

そして、改正fj一致事fI訴訟法 c:;o似 f[-:;ム処分怖の要!'Iiこっし￥こ、

" 法で級品[，'る措 t~ を講じなか J たが、処分性があるとまていいえない行

政の行為f つい亡、国誌の雄弁1)利益のヲミ効的救汚を図るべき二とが5図

されてい合】たとえ処分性がないと:'1)刻されても、 f罰則的・兵{本的手

実のてで投i>iのど要悦が認められたり紛争心!火熟件司川Zめられとれすれ

ば、行政計|由;やIIJJす地域決定の人手法 時効、あるいは、行政計:白|やJ!lj土

地域を前提とした義務の不IUrヤ権利Jコイ{uのほ25存求めるよさが閃かれ
1'J日 1二v，われてしミる)

2) I阜 f午~r;格

原;23産十誌の問題:土、 Ij宗iA行政を仰ぐる訴丘、の同人の争点である IS7と

えれるc つま n、 i.ti:it I 保議された利益説」に心っかそれとも 'f~護

::値V る利採説」ト:立っかをめぐりで、ヰくカ九 i~k 1-， く議論されてきた

l 般に行政処分の村|千ノJや、 .!;認可に降して可告をと ξ〉ここを求め

ている純利者が原 V迫怖を有するごとは疑， .がない戸?〆かし、環J単行政

訴足、のj易{-t(. は、才示、さまさまな開党lit'J を実施する 'Jf.~芝右とは 7n: 岳、

開発行為による縦士克の悪化や公宍発生をおそれる周辺の住民が訴え

叫河本弁護ム辺合会編 Tケースメ/ツド環境，，;:第2収，日本評論文L，200(j 

千~'.) 31白

4 紛争 σ)ロ日;引炉;土、原告の権利ベコ法主'~lúイl!.:、現マミ的 ì~'"- 、~体的な不安べコ

打了険が'1じ h しιゐことである fAti豊1(_; ~-l 政訴訟に白ける 氾L寸刊の引へ六 七

『確認dJf:沿の 51:110)閃係にパ CI n院大学法政研究令幸l宍 ¥VPC:-j/()S
lι2日年 7jJ)、 hUp:/¥'((-'lJ.Ilelklwl:.a::.jい!J(抑制 pdf!ト2f)]川町ib:t'tl:lky lllUa i3 

ld [ ~_~支終アクセス，[は、よ:(jCJリヂド;) ，l:j 26 [] ) '1'君 n~

辺倒え ~f、滞同泊三"昭和利年 2 月つ，PI!; 集社会号ワ号 ~~9父I雪、松 11:J也明IJRi'J相同年

ヰ1129C行長3!jぷ4号IlGE1なこかあるご

J ヨ十三 jr~高 l 述台会編・首長;ぃL'i3 ・:~~汽

l 本弁 ~[--1 述台JT編 '''1 子匂片;;:~ . :-:2.2-

r ~~:J LiJ:Gl :j・396)3η(i



中 1 の場N~ アヒスメン!枝市'1慌の構造込市 羽果(r'-i ・完i

こすケースが多く、これらのf下長(<'t豆、 ';A，:;也格が認め(-):{:るかとうか、。

ナ、 ztめられるとして 2の組凶の:高にそれ治、武Iめられる rトといろ
長らく;衣論されてき とmJ戸される}
7"1-:スメントの 1'，1存がポ偽・欠如のゆfy;こ、ご 41苓看過してなされ

た免許等は注法となるが、この場/パ、午等の約千五でない作氏等ノト

取がJ訴訟をできるか??かが問題2なる 周知のように、この4うな

$~者の原告辺糾問題について、判例~I手、 民して法律上保護されたflJ

益況にずっ仁いるJ'と先手きれている。ヮまり、時境影響副Jイ1'11法守のj在

日・ IjèS 、、-~~ ~:<<1-J 政法7旦が、1;議処分を通 L -r保護 L ょうレしてし s る利川

の内科・['"宍ル?を考慮 I~'(判断すべきである汗されて v、るωv

しかし、処分の第二者がへ終十計約被害を受けるおそれのある均台、 ~i

高裁 ;~U l~止の枠組みはその!豆、丹 j針告多認める力 iロJ(こ折らさ歩はせ(伊達火

J J充電所事件 1'1)i犬、，i{'['IJ町(和fiCl年;2f.!17七日同 1179号;:)(LrU、結来的i，

生命ー身科、の安全に忠告、を宅金ける範閣のイ七上誌に!主丹j由花?を認めてν、ると

L叶コj工ーとLλる九

111士事件訴訟渋の住の つ l土、!長 11 泊格;、rJl ーする ê:~TF"c'あった
に追加された 9 条ワ J~U土、第三者訴訟のJljE寸重悟を実質的に拡大守

ることをゴl刊とするものである υ ぞこでは、 c11:1芋ょの利益」としう丈

ーの解釈にあたっての考慮事J(1が明記かれたっまず、「処分主た裁決の

w拠となゐi三令の混との丈百のみ;ーよることなしという全体的批引が
'1、される その上で、山根拠法令の趣旨['的、 1:2}当設定ニう了において考

l奇されるべえやIH止の内YF 判質を弓場すべ主"，とされるコ

三のぶうな状況の|、で、小 :11 急高架事業~'I- Iln反消~)三~~:最大判てワ成17

ポ高rlli[t地木(いえ男 i!:i jj~Q~t~編苦・'iiij J号注34. 57n 

し言平 f~ä:o)担日・口約守主樟ずれば、?心 者 t'i~ìf十 ilJ4キ l 対 L 、 ~ffiii}'、なアセ

スメント手続をれなに j し[工 1n主.;:::誌に{半ろ i官Jえ!-[イじを受:;s;、 L~いルぃ λ 情々人

グ〕制則的利益を保護合ぺさものと'1:;I査で}ij-つれてρ る三いうべきじあり、イヤ民

主主;こ認められるべ弐品宍庭料グ〉耗|んは、少なくとも対象宇全グ〉関係地域 (l~i-;長1

r すべき i しろ前佐治な ;，~Wf.がある (A.;~-f武夫 -iiJ結社 18・メ，12.8¥，

似水野氏ノJç . 日リ掲ì:t'~8 . 442頁、

61 件、弁i正L-;H~ ~主74:靖 1 長'!'.l 53 ・ 3つ 33\':L

Iビヨ本弁務一行革介会!向。 ~:J'f~n 臼マ 3{t("

~Lì:j、 ('::1U . 395) 39:' 11401 
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問 ふ1

主 12月 7: 1民集:59巻IDサ2GLi5頁}は、 l正討辿絡め組問キめ n、こtてま
での 法律ト深夜岳才Lナ1"J祇説 の県本的な弓えを維持しつつ、改正行

政雫件訴訟l'LD 条 2 鳴の杭斤に;やって、禄々てよ~~::素を矢部ょに解釈 L 、都

d;-~-十苅法のはがに、公子守対浪芸b、1云ベつ祁のアゼスメント条例のk主旨ミコ円

台」も含めて者l起に入れ7;;ぺきごあるとはがLた そ L て、「駁7Tや品~:TIJ)

などによる健康または生活環境に主しい被芹をl白烹的lこ受げるおそれが

ある人以、原告!I'H告がある戸と情論づ円、官で;止て!T;i")11地内の

ネヰにか認められていなかcた照(Cj重治浄広〈認める -tr;品を示した

(21 環境アセスメント内容の不備，欠如による差止訴訟

l公共施設の仮処分/午I1巾訪をめぐる事案が、時l境アムスメントをめ

ぐる紛-~'C)q-:心であるつ京 1ト耳〔阿と:治指影響評桁守続の l伝肢のイj ぷとの

関係(，:っし、てはー裁判例はすべて、 1liJらかの形で受忍限院を超える絞H

じっ発とれつ宣然主を""1牛とする考えんι依拠しているにお抗されるへ
lアセス出制定以前から、事業を開始、L-&..うとする事業者に丸j:"て、

ア七スを実施宇べ主法的義務をl詰める下IJ!刊もさ長い 65 それ「コは、 1II~ 古

希牛の蓋タ人性や認めたうえで、それが:'2吾、限院や超えるお、汗か、あるい

は被究会生来然性にもかかわらず月一止請ぷを交却すべき特別事情がす宇佐二

するか(;~かを判断するむめの };.:件として、ア七スを泣 干るものγ

である c まと、 なアh スの実施のイi無令書I1めの事Ef下むあ〆乙

殺与うを斗 J)蓋然性の \'r:~11 の #素としナ千1，附するものJ' もある。さら

に、 アセスの'.<羽lないしメ、慌が存在する均台には、そのことだり

日 j 賀J 児 ~l!' I小同T，縁、ι続、r付、主主事長以下了取羽詰ぷ最高裁ノ正1:1:、廷判ふた」校
時I!H ，j 号 t判j 同:JP:I~f;;7/l 号) (:';()()(i 斗)172月

“同1I1武道 イ三位茂男 古城誠編著・叩(担注:H. 1::::;買

り小 !J(~!J武大合同十~ì_-1: -<8 ・ -1-10 民。

山水野武夫・前拘~J4S . 44~)-446頁ベ，RAJ、 I}:J~( 裁判例としいとは、 JJ 同町し尿・

ご対処理域事fi縄 本吋決{広沖地判Elj相14日年::;)J20H刑j時(131f;24良、 '1'，;栗

:ti ~，尽なL坦上告'Ji 1t判 rJL(究対抱引 111'4吊 5日午フ月 21 :]与'1防772号22頁)、宇和島:っ

こごみ焼却場予1'1第 1審判決松111)，0，' j >和時支刊昭和~{i年 3 月 n:::1 刊刊 919 号 3

Q)等があるコ

川水野iutμ 吉~1~:;i_:1A8 . 44í-貝~休C10 な決叩l何と 1，-，"(は、小牧内共l寸ごみ焼

却場事作目 1)千:1iJ: (1〆11+;'1-草地科目1';ふJ59イ'1;1り:I吋時111~/;}2 'ï .8 )がある

r ~~7 LiJ:Gl :j・39--t.i3η4



中 1 の場N~ アヒスメン!枝市'1慌の構造込市 羽果(r'"i ・完i

I!めカなZめられるこするも もど長ノゐ U

「と l:t~，冶え、他方て、将来的な行為 ifHIJ として、 i可 C3rト(/)特定化 :::i し

た球}奇形響評何]読をす￡ヲことには ?:~-f~1 てj な宗I立がAてとれる・アゼス

メ〉トを1-7~;べき法的恨?処はないとし亡その点の限庇の考慮するごとを

ft;j'寸る治にA える裁判例も散見される 'j!!とされる。

I 最近の判例では、アセスは、もはや被芹発生の烹炊ttcコ三IJ断的'1'じ

はなく、ニれとは ~1J1目の子社I':~長宗と L て、被百とは別の~詰件(: '-'て指

えられといるのである これは、時境に宗主也;をよナ去る事業をすミぬしょ"

レ 1 る J;~-1t ~:: f二、あらかじめその影響を高告し、代替案を検討L、住;z
に納行的、ぺ;え院をする汚グ)1'，1;売、 ヲなわち、 γ{てス子絞l之、人格権侵

害や被告少すけの蓋然性等の';'iJ断とは出沼の Jよ11'と Lてその立、設'1'1を認め

ているものであ/"る p

し;十がって、環l克影響司7市:n丈hは対象事実に対L、1最!主γセy、メン p

が才完治づけられているので、これに;人守る場介、作民:正、土;xtJ肯格や人格
慌の侵 .~を;l-ij忠と宇るごとなく、アセスメン 1 法違反幸四山 Efる茅 il二

25求が認められるとされる l

(3) その他の訴訟

百五境ア七スメントr?J下について、よ)主の泳三、:EfU引の:まか、{十民訴訟・

同家日立出・ i育 Nz公I f.J訴訟なこも背υi~:"'-れる

「判官;では、アセスメントを:f---うてき法的桜従はな v、ことを巡回ド、

保水行武夫. ~'; j号州訪問:';7 -';19民e 具体的な裁同例とし えは、長良FI河l

f量'!f-1牛第 1 高:判決(由主宇連判、i"成 G 年 7 円 2日 B~I; タ出1 ij"49 郎、 j~h 向!';1'1ご

み焼却場事ft;;r!:í-E:会111 民地ik8~H山パイ|け j2711 tlJ持913-;3-80ど)、犬同大事件

築審判決公」辺地岩波文中l平成つ平 7月Ll日担i;fI-，¥'1:-;6:30 J 1/+ Ti")なとがある三

犯南 Illií(，'技木位茂男古城誠編芦・ ~íJt2:u:34 . 1 :32 ~耳
"水野武夫 e前同日生8・4:.iO.H0

l水野此J三・前拘ι主部省 4;，()-c之
例えiよ、イギ1:(訴訟1:lては、竹II待R返事{<;--言t~~~地主|引c r;，ドl' 1片:29日

判111 り :6 号 17頁)があ i〕、国氷賠償ミ，I~訳 r て;之、包当岸通判昭和ゎ l 年当耳 14

r:れ時1193号7:;nがあり、 Nf-.;:a公開訴訟と 1.__，.C:土、司王;r.点すれぺ7立2'1' 9 J 11311 

おJP-，j=13(むり2G闘が品る 凶 ;11式干~，ドか戊 ~tj=-IJ，舶、誌側苦・前fルー :34，134 
133見上

~Lì:j、 ('::1U . 392) 393 IW，I 
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問 ふ1

そのJR!ffiEキ考慮しなし 1i~冶のごとき主j 皮事表明されているが、学説では、

7 セスメン人義務を発生さ刊る丈め:.;}ち-zのJ、的根拠が必空言力、台か，.コい

丈、活保[ドJてよ議論l止さ 7 てし、ない 7との穴IXiがある。

苧Rえの巾 ε;おおされとし、るのはも 民事差;Jめ仮処分巾治事内いおい

て、ど止め中議と環境影響~t1ilr:子絞との関係長どのようにとらえるか{

ついぐである‘環境交響計イ山fi況の欠如だけを収拠2.とえミ止めが認め

られ心べ主であ i~ ~=の説を↑張する者がある〕しかし、多く(/)百日吉r(.士、

被宵宇?の利益の 1~設を l色授の日的とする民事訴訟の件倍 i 、 'fl'J らかの権

利佼￥の蓋然主の官-JJJJ..:が問題シなるとみたうえで、役岩花牛の主主扶牲と

域消51令詳油T続の?と則Jの閃係を者えよへ汗しているグJされる v

したがうて、これら制度l止、そもそも環境アヒスメン入不備・欠如の

足正を U*~ とする iliU支でないの守、交際の迎用\'"あたって事\tn，;t言多いご

ともが{京できるコ Lかし、ここで涼くすち人るこ1つができないっ

4 環境アセスメント紛争処理の日中比較

i述の考察かわ、 n同と 1iノドのi去法 fセλメント粉苧処涯の梢造手比

較しとみる ldに(/)~，通〈コかの異ドiJ がc7-!-. 1-つれる ま守、共通点にザコ vべ見
戸一 ， 0 
(Jフ~ !~乙

IUE料品アセスメント紛争，}t~出をめぐる絞計がイ、年仁ている。本宣ご取

りあげた苫姑処法統計は、け 干のいすす1も、湾境紛争全般;，-おけえJ苫清

処Jfl宇一タで為:)、そのうちしいけーいとれだけが改坑アてスメント紛苧

処理tこあたるか、現段併でfiFHr{t:な統計が:;-".つからないじたピし、同|主|に

おい亡、環境背約!，c4J目指:J度の不IJEE1'1数が多く‘しかも拾え ，、
ν'I;.J 

とは椛ノ〉である J とはいえ、中 1 ，'1のんが庄訓告~I 多いしかも主主異的な

スピ ドで増加し1いるこシを雑誌じき、環境架化的深刻さを改め、 i

告しているように考えられる c

12，HJ#境紛争の行政的処涯が依然と lて王流になってνるしこのぶうな

傾向J土七'"iiff]I]oJ状況にひと Lく、与しはまるが、，ごじす〉小う生現象を牛み

1l1--9--J京凶;土祷雑・多元的なものであろう、 r:-l匡]じは、被害J5lz、会Yi:jc~ 

F念品山武道 ポ件茂男 市北誠編円。吋円以十31. 136" 

~ á!，山武;i:'I，=々、↑'k;え Pi=iIiほ被編著・前-1:n ;t:~4 . l:-;b -U(t号。

r ~~9 LiJ:Gl :j・392)3η2



中田の環境アセスメン 1法制陵の構造運用 効果 15・完)

時間を費P しても見通しのない裁判より、同じように見通しがなくても

生活の隅々までIU訴してくれる行政に頼るほうに安心感がもたれるかも

しれないυ しかし、身近で便利な芹清処理・行政不服議査制区も被害救

済の頼りにならないケースが多く、被今者が泣きJ挺入りすることが'自に

みられる。

13I言Hl仙法には依然として司法審斉規定が設けられていないっ処分庁の

庇い台い・、円')T者ベコjH、町職只の認知不足・市lj皮の惚雑さといった様々な

原因により、苦情処用制度や不服審杏制度の救済ヰが低いのが日巾の共

通点である。それゆえ、依然としてわ政的以済に車I!!らさるをえない状態

であり、行政的折間だけでいったいどれだけ救治できるかが未知数であ

る。

上述の 3台、は、程度の差があるものの、円本と巾国の世話境アセスメン

ト紛争解決が直山する共通の問題であるように目、われる。次に、その相

j主主点をまとめてみるυ

ilj};束」昆アセスメント内容の不備 欠如における処瑚対応、が異なる。日

本は悶議アセスの段階から、環境アセスメントについて法的和リ処がなく、

行政指導を中心にアセスメントを進めてきた。それゆえ、前認川をめぐ

る行政処分について、正面からその取消しを認めた行政判例は少ないに

その代わり、人格権侵7守と受記、限度を某準にその疎明があった場合、民

事のkli止請求および出害賠償請求が認められるのが T~Jitであった。これ

に対して、中国は79年法(6粂)を契機に環境アセスメントに法的根拠

を守えたものの、環境アゼスメント内容の不備 欠如を理由とした行政

訴訟は数少ないばかりか、人格権侵許守を即111にした民事の差止め 損

害賠償訴訟のケースも見叶たらない。

12Î評価法;足止の意味合いがfてなるじ日本では、深境;j};'ë)!詐価法の~Jf止

をきっかけに、人格権伝害および受忍限度を超える安件とは別個に、環

境アセスメント内科の不備・欠如を理由に直接行政処分の取消しを前求

できる権利が法的に保障されたという認識を持つようになり、新しいj~

I詳の時代に入ったようである、これに刻 Lて、巾国の詐悩法制定は、新

たに権利義務を設定するものではなく、いままでの経験あるいは散ら

ばっていた環境アセスメントに関する条丈を評価法の下に追認しただけ

であり、住民に何も新しい権利救済の途を与えていない。

北i*'I(I'391)391 r1301 
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問 ふ1

{，}ì人権州五怒母、が lベなる 1:/λの端境響対f汁y士の制度化!;:、 ~U世紀

f去半から始まった[ぃ[ニの荒廃〆 1'1民(/)粧棋を命力、寸品反抗済成長政宗や

公75雫菜の強イ-Tl~7策に反対する局長(I'jな克iiE il 加す1f宗となり、説{J手片

足注重治・市民 W. 拾の商品の巾で勝ち取ったものとあり、?~(して思代以

棒・九関によるJU誌や吉政、口符役割lよるものではないといわれてい

かつて6U古代0)1:手には、 IJ議誘f王子ょがあ Jたが公云1右11:)ょがなかっ

たので大企業のさと合問題を梓jし流じに Lていたロ二J.U 女n、戸、
昔 i二、 li~土に必死公訴えと~J;jd占を繰り返 LAO その結果、ーシ以E松LL ト

の事業所内性誌の開始にあたっては、宇ド前lこ刊に了i杓な調是正を行い 付辺

住L(o)司命 社体に治害をおよはすことのなV，ようにす前1;すべき注意義

読がある と球I克アセスメントの必要性が明示された(i"JIllIi公害玖判

所のiJ決 ('72と 7n)) c さらに、公共ミ事業内ウム去にあ三っしは、住民参

加あるいは|はl京が必妥であり、住民の主主 ~q均人格{生活様J を守るべき

といろ考えが認められたこいうお(大阪同|祭益事作第三番のl'lji尭 (75

-$11 n)) 

これに討して、中けでは、たこ")止対i亙弱Jがあると Lたら、それは、企

莱の;!)t~行為にあl する個々人の抗議(亦訟)であ}人公j土 fiU4に九j する

同の芯戒を悟るがすふ λ な J~\i':f ~こな ιp ず、茶4c自立八十与が侵汗汽 1 十一ζ

いる J おいしい本を'i(心Lた牛が!を営むためl、自ら i!ち|がっ

亡、身近な生活縦坑まで汚染する企業、そしてそれを校医するC':こ対し

て徹夜l冷に戦わない|，A打、 :1--;--ぃ将来/1存治すら失し¥さらには公百によ

り戸分の専体/1耐を矢"治ミねない「とを主に三官1./ておく V、突がある η

おわりに

これまで 巾ヨヨの碍J~T セスメント法制J支の口組みとその透明を中心

~ --. [;走戸市を進め、ゴlfftT提起した諌題仁ついし草者公:)O)~ll答を提c し

む!l:iiiJuttぷ琵住民運動論 品の恨の現弱からの祉己 』

午耳、

ごjj:?ITi!t. 前畑 ìl7~; . LiS冗一

14、〈乃京λ十、 この04

LiJ:Gl :j・390)3ηつ



中 1 の場N~ アヒスメン!枝市'1慌の構造込市 羽果(r--i ・完i

てさたし iI卜では、それらが振り返りながっ、 イメホ売の23祭をまこ的、伐

与jして J'るがE互にザ八、でi主¥てお〈ことに寸る〈

本稿のまとめ

ますい~'ffÃ旦の l'，;隔であイ〉が、木作!は、中川1宗佑アセスメンド?士官l;;立がと
のような構i主的な特慌を有し、いかなる問題占を抱えtいるのカをi判ら

かiこすることを :県出I とした〕ぷた、このような王軍士~アl:スメ L ト

1云制度がし叶』なるプげでスで;1::，q:j(~れ、いかなる W-l ~if :":. -1色G1し、またい

か去る効果をあげているのかシいうことの究明を守果題Il' i二Lfo
11)課足立Iについて;士、 1苧・ゾ章を混じて論述LfJvつま:)、 r:-l匡]議

境ア七スメシ i法制1誌の構i.l、りに 建戸立プ口ジェク入|計:白1J両分，J:、狩リ、霊法コ人トが高い、進法コストザ官lL、」および「アセスメ
シrの子続を重干JtL、γセスメン kの結論をtu，祝する」といっrヰ，j:fti:が
あると考えられる U

第lに、 75千法に恨源をう寸つ1翠J足7-1ヲスメン下刻iえは、その後1"1半!日

わたゐ実際の運「オの延長線 11、よ'l'lilれてとし亡その姿存 新Lたc

ヨI'JtiliU、JZ吉11肱iアセスメン卜と事業アセスメシト(-:跨る内容を台えでお

り、いわゆる戦時 r~~税務アセスメン 1、に 苦み入れたことになるーこ

れは現行弓干~jli法政大の桁後でもあろうが、イ町 4 りも共j~I:党 ]?k;付 l止、 l 政

府可1"剖l可 Lても y ピスメ〆トを実行するなとかつてない公、l'，ノfと，:

五千 '(~8~ な ITjUi;'士jË を手ているのだ ということをアピールする日投の

シンオfノレマ クとも Lてし， ~志、

しかし、行法に対するアヒスメントはもち九人のごとであ:)、特j立影

響が深刻である政策、さ州、 1-:'1~7.1 ~'7t~ 1湖、市級、古殺人足代去大会必

よびその1 ぅ J主 :?i_H 会、人民，t:~Z昨T li~ ):f-~ (1) -~-I 百寸河村むの範囲外であること

がいどしば指摘される 7! ';i設プロジェケトキ計問のI宗治:;，;響に比べどJ

と政府の政治決定ミスによる碍境への民智力は深刻的・持続的・広範的

である一;、もかかわらず、ぞれが評判y主の対象仁含まれノミかうに?のは実

に)ft憾であり、アセスメント i-!、 c~~ L --c r:-l:tt T端である Jいわねばな
らない仁また、 jti白17~~~ スメント J二時する内容も自治、条 Jこ過ぎず、 しか

-t:j収ぇ 1--'主持瑛境影響cfi匹 t'I:~，崎、f 以忠考J 求索~()(じ年 1 01月 HJ~-d;:t

~Lì:j、 ('::1 U '389)3(¥9 11021 



論 μ見

も各条丈がJ民日Ij的にすぎて、計画アセスメントの内符・方法・経費・帯

杏および追跡許イ山賓任なと、の具体的管湖北、市IJがいまだに22門状態である

ため、員Lに実行しようとするならばかなりの閃離が生じることが行易に

想像できる。

第 2に、建設ブロジコケト環境アセスメントにおいては、「連法コス

トが高く、違法コストが低い」ないし「先に乗車し、後で券を買う」と

いう内存的欠陥を抱えている(評怖法31条)。 具体的にいうと、アセス

メント前日lの末巾請あるいは未認、口jで勝子に者工・建設する悪質業者が

いまだに多く、行政部門に発覚しても辺判や手続の補充命令にとどまり、

{去による建設および操業停11.(J5~ 11)命令にまでは雫らないものが多い}

仮に、建設および牛産を停止するよう命令されたとしても、達ィ去行為が

発覚してから処罰決定存を通達するまでの時間が長< (1 -3か月間は

かかる)、行政執行が遅延してしまう。この場合、数多くの建設プロジェ

クトは(小型建設プロジェクトはなおさらである)省であるいは竣て段

階に入り、未然防止というアセスメントのその本来の意味をまったく

失ってしまう U 他方で、環境行政部門は、処罰決定を下達したとしても

産設業者が実行しなければ、処罰の履行が難航し、環境行政機関は人民

法院に強制執行を申罰するが、法院は強制執行にあたるリ的物がないと

いう淵山で主1I1、することすらしばし1;1'ある。

このような法的欠陥をみて、業者はつい「先に乗車し、後に券をtiう」

という射幸'L、をj'!Jち、行政部門の発覚ないしT続補充の命令が来る(し

かも発覚しないかもしれなLサまでにプロジェク「を右 lあるいは竣|

させようとするのとあるれかくして、行政処罰は形式に流きれてしまい、

思質業者に対する威嚇}Jになるどころか、むしろ法的手続を踏まない着

T.建設行為の有力な法的根拠となっているハそれゆえ、子続の補光・

操業停止命令は事実 h悪質業者に「台法的汚染」のチャンスを与える「護

身fT」となり、評価法の未然予防組旨を根底から再定するものであるた

め、それを内包する評伺法は自己矛盾に陥っているといわねばならない。

第3に、環境アセスメン卜子続の'五行をめぐって強調されているが、

評価結論の事業反映については、単なる政策決定や事業実施にあたって

の参考にすぎないという位置つ、けが守えられているじまた、評価法は、

百円出手続の実施にあたって、ィ、当・小備がある場合、事業者・百千{曲者幾闘・

r153l 北法61U . 388) 388 



中 1 の場N~ アヒスメン!枝市'1慌の構造込市 羽果(r--i ・完i

hJl.Z絞悶の職員仁ボ:1，乙、の渋的支↑子規疋会設けているが、三ギf叶hIJ誌の政策

決定や事業実hlliへの反映についてi可も辺、的-Ijンクンョシを設けていら:

い仮Jこ、 にするかとっかまで包煎 Cあるならば、立大な人JJ ・ 4&~

力ー羽力苓費ベつて1設j立副，fu;iを77JIごとの夫質的なをl床をとごに求める

べきなの治 b

さらに、加え仁、 }~!l境影響報白書二cった正作・ 1ド-(怖がí1~隠さ~L -(いな

い"代詩、案の検討が法的に川吉されていないため、長も:;':と 11 ぶ~ . 

で、符{斉.iL会および時境fll'i佑の調布じのとれたプラン今選ぶ二とができ

ノミい、ま J 、全トバ LUJたして少公くノミい技術斗ーピス提供機関J土、柱穴-

~，ir2J 終閃ト下の号来機関なド台 M() かの利益;15ifとを持J ているだけ

でなく、 @;ci~~業て?とも絞済的に l声援結びっさ、 ブラ クボノクス 1 ね

な副ムlnTI;J調iみになコているので、 d'H日7!の公正午・干 f千件を保障できる

はずがないc まさに、 γセy、メ J 卜 0)千読を重tJ~し、 Y セスメン討の

結百一?を 11

12:1ヰ;稿のが出 111こっし ιては、 3平.'1~' 5章の を i活じご f#0)~を試

f/..た J 言でいえば、 rt同環境 7ゼスメントiて制1"王は 公衆多可型 l な

しし CuhJ梢」淫.ltjではなく、 11政管斜角亙)jJが主流であり、 lじ来か

らのf了はの!{タ ナ '1 ズム r~'~ な活 ~I町子法子依然として以深<&:きてい
， 
ρ一.~ 0 

第 1i、現行法設/ロジ lクトのJ幸治 y セスメ〆ト辻、投資主体ャ投

資H13 に t ってう了級審苦手範閣を l司 i ，2~9 る古、投資怒に当て lよま iちない、例

んぽ浪l主総lj，ょのプロジコ?ト、および、 J支.i'l司ffiが小さくてもr-[ブ染が深

刻である同ノj、企業も安易ι否、刊されるケ スが少なくないれ前認r1fit!t:w
it{環境アセスメ J ト i言論 i いろ環情深全要求会 lllr;相~ L丈り、あるいは全

くアセスメントT読を踏まない県宍染者を認ロJしとり寸る独院的な認コJ
ケL ス(まヨに余るはどある。さらに、 J旬以ずべき汚染企業は移転ずるだ

Q これは、 Ili 伺政府J戸時喧伝湾等、乃計会管坦を実jj1!i，t一る助合の段も符~~: :: '1一

ゐ託料千モデルで:1-リ、このよよな流治日執1;モデ】レは「鞭をひ --="l.尽をkら

ゼる だけにととまりも己主的な公衆参L山内出11と， .う較し1、状f児、こ連日でき
なしとのお怖もある(土駒=斗さてJ:.."-."f-，' (鉛ント!日義副) 1 リJ ・サミ 入後↓o年間
の ν1+ の {T]f，伝 ~;jj11 法案面状況」担行法学説i巻つ号 \_30~)3 H5-1'16出)

~Lì:j、 ('::1 U <387) 3;:;] 11J~ 1 



-λ入

問

けで、改めて 7セスメン J高査や下認可権者の見、査をとおして、ヲさ

き 6染ムとなるケースもあるといみ'，'9 それゆえ、前 ~.r， -I ぜ têt闘のが当

ふ1

J~Û: な l日一認可イ丁為、 またはその責任迫及守、わ.]0)不窄備[ドJJ却材、均支部J}Iアセ

スメント子絞を*，.~もしない怒質業主を ~-l み出 h忠良となって ν 、品目とい

わfしても引 hカλなので£ろろい

第 2に、 fj"-F:~ f司;PfJ(主、計イ山千侃の審杏 -RZロlを 方的に".んじるが、

ポ後調査を含む全フ口令スへの肢督符恕が非常に欠れしてし、るはc アそで

スノント完治巾に公然参加といっ新[いず宇つを}はり入目るが、三牛肉・建

設プロジェク?に関する井ーすも的泊，IWよひオiの#止処・デ-，7・}Jイて与:

たが秘密にされ、いつ・どこで公J!1j会ある v刈tWIT';託会を閉さ、主主加t:"!，t

イコJをでう;1<:_たか、タト古~o") 人却は 切れからない。評価制告書も公聞きれ

ず、行政済査機河だけが~~覧ナる特権をfJつハこのように公衆の泊る権

利が保障されな¥'がゆえ仁、公京玄~))ll(J)存{上は許frl:i被|却のγセスメン:

活動に丸J~て社会的まにならず、許↑h結論。〕零鎖性公止性かわJ!主将

円，列Jてば、 2C!07:f5 . lI川、;':蘇七?の太況に液刻な主;烹?]ff::JJ'発 IL、さら

\，-:，f:K鵠 1，全J"，liで本道水が汚染~~、 I Ii民:'，:紋古をも f らし士事イ午がA主主た、 こ

れし ういて、 d 政府(手、江市，~百日日気による bのだと説明し、国家環上)，;[宗主恥、

同は、天長であるが人災でもあると認め、民!日jでは、 般的に Iu!iY.;-は経済の
間です3棋やわずるために多くの冷戦が深刻とある工場やた設した結月さであふ」
とみている 汚染事件後、 f 訴の kil占況hQにおける出羽汚栄子、業が発覚し、 ~it~

J乙やその他の池j]i1z:こね叫し待拾を再開すfi~.斤 jていつ http:/ノヌh，"p，;ii;:i肘け1{U)ig 

'wikl''':';∞7叩5%B9% B-'1 弘 E.3\'っヤ~%:¥ .. '\%E6招州96日制93約3日8~~07% P，WI，白神BH へ i 日開9

刊93'\，~，4%F叫総同F4%nncM;r; (?村 1 アクヤス日 lz 、 ~COg'千f ;i月2ti日Jを参!I{i
出;干効「通遊詩浮実現時汗庁Hll決 ~:i01と当 lヒ」葉東欧法士子こ院T殺到何年ィ;~，~ U;t 

ρ])前}lTfミに

31 例え;工、環境保;宝郊の枕弓十;こよ φ〉、民境保認可|尚三官有・羽町一しとプロジェ

クトのうら、 10%以ム刀、逮 l検査をr;ってfヨ1;)す、さ lコにその λ むの20話以上

が端境 Y七スメン}有1会宍にJ芝オミLた桜境保全仏情と要J、を1::1 Jに移しといな
い 2r川7"'(1のわ}め、|お禾環境保己主総局が市 岳にある1()()tJ，_~の i 業!べ 5(lO~j， 

fの企業を現場検事Ll治巣、tC':f，の建ぷフロジュクトにtJしてitJた昨当住辺
を1-1ーってい士、弓こと占、わか勺た，計輩制‘ http:，!:nεwS. x i n h u an et. C (1 p.l / 

elCWSCCl1Lじr/2008-~O ノ2ì/cCJl1，-cm l02Gl12S_l'.lr:l (最終 Yク竹スDL土、 20(主}杯

月~(-j日 j や参照{
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中 1 の場N~ アヒスメン!枝市'1慌の構造込市 羽果(r'-i ・完i

担保書失い、計irl'iiおーいろ -~r1r~~;機所~;: -~r1r~~;結論仁京任を民与」とは、

事実叶了政次世のみにl>i"しど費H:を負.~)ていることになる〈それゆえ、

アセスメントへの公衆-}，;;i)n#訂正は政府市刊の公黙の都日、を ~'T' ぴ寄

せ、求心力を強める 樟の人口ーガユに過ぎないυ そLて事業の古i認ロl

i土、この上うこに公衆の11が包かないr..l!アで、意のままにu午TfJかわ

い、開発が野b'{~ (.こされ~( ~-、る r さらに、県境アセスメン人千絞のノト備・

欠如による紛争処理にあたって、[i江副命:11正J、f丁伐示服審査制j)弘行政

訴訟引j境汚オマ1)用されているが、司法のすが)両かないエリアが苓く a 解

決ん策シ Lて、 :ff;(~処到などli~えの一千に ι二って還!IJ されているこレが

よく矢口られてし、ζJ、

第3に、ヨを転じて計i由:アセスメシ f-O)1:ME状況を ;ji!てみると、実際

には、 F 回策定絞閃・ "1'1日絞閃・審査・認 IIJ+i'~~とはひとしくj;:，.'%府部門と

な心工おり、 約分を円分で:'lJi与-J'6J{組λとなっ亡いる。また、百i

出アセスメンいのi:'u論はあくまで円 I- [!lf')~f;íj!上の苔考にすぎないという位

Jどっ:7を与え Lれているので、計宵7-1ヲスメン下 主審1'fにかけたと

しても r 阿や r;j-~bγffI:吉カヮ、認 üT( 至るここはないコしたがって、，-il~

書£るいは計i同埠嶋影響丈書かいっfいどれ士け止当性 公止性・科学

1':を有していξ〉のか、きわもや1疑闘である ν したがって、詐価法制定を

皮切りに、 !iGの計間企 7 廿λメン i にかり亡し、るカ仁そ u:lt!.U政

の 径の見せ:7)ミげであり、実Ft~(.ャは間交政策ぴ);o主:性が官、然として働い

ていると v冶わゲるをえない 1

長拐にわたる計四終消の ;J~'~饗の|、で、

公衆も政11tの京伎な集権的管t平外指:J

}Jがハ治の間々まで没i禿し、

‘何事もまずJ政局部門の行

政的手段に手切る上ろ~"~なって， ，る b このような万能政貯の管在沖がiのト

ごは、 11;民・非，:tWJ組織・その他社会8J体による民主ー公開差別件の

あ;:，環Jftf午理体計J:がlF5みにじられごいる c

， :llJ述のまとめからすると、民1J-i主よ克ア七スメ〉ト法前:J皮がド、i包する

河忠J土UJfiiししいる ~生る法構造トのすit: ú01支'iù'!..:: とどまるのでは長

く、さらにそのような存;告を作れあげる政昨ノなの権力治型連'日の仕

三唱l芙 I'1Q~環埼;;~F計削l引烹的万二よ止与五著 以::rl渋介へ為牧;斉逮i手ザ」与祭 J
主代û;;-r:2~ 在日 #11 (むel22剖j'J (之CU'/!f-) 'i ~日」

~Lì:j、 ('::1 U . 385) 3;:<:] 11:)0 I 



-λ入

問 ふ1

相みがtj~ ，;fiS(<' iきんでνLること [ノケコてくるむこのよ与な体制の

|、で J土、 ~;>f8i iLが市I;~i二 実行 5 才L 丈からこいって L許制丘、の;)~イiá0欠陥

はともかくとし¥f川、 f&:HT与1;1 "j 1二、各湾政策・弓IJilliの立案・実依およ

び長時的プ(ロジ工クトにおけるはli の芭思決定 j 昨ーの玉 I，~を訣る?とは

ないにl それゆえ、 1草地(-:::スメン入子絞が形よ仁淀さオLぺ表情未然防

少しとの効見は一階からい1薬のす在となっている p

これに比べると、![木刀環境沿う響評↑而itて寸士、ノfiJ義務が町J，)，され、

・バーl'百戸f‘日i1ul:丹'主成のlね;こ長持、的なず結のずニコアルになって

いる〈ま六、 c2 [寸]参川日覧」の f口セスを経て、透明;士と公，1生

を確保し、悦阿条尽の組み込みでごをiffit-て制度内 J~;，土併を保障するこ台

によど、何利でノ安いやすい市r;;えとなっている G

火帯ノメの11rj1の悶で、なーずごれほと人きな差 じるのか、もと

より本不足の説きおよ()'うる課題ではないっ子が、その幸町)示;~JZ、いまが

山洋法主化がr三透せず、ハードな権利手記傍じっ硲定よりむしろあるべき公

的な秩!長を紺持しようと干る .-;-1刊のfム続法"i¥註が的、通ているここが確か

つごあろうい この会:味では、 [ご取る、ここではないが、「下問 i~.t執行

:こ.-':Jげる長大の問題 i土、制定おぶぴ仕組みの同~であろう山

工品ル干一、 r;~了託が不可分である門で、むil'4 ブライオリネ ( 0) 

f!." 1111刈では、時境アぞスメ J 卜のず紋史民約五を強."品|寸るが、アザスハントは、
事支計カ付[会へのマカウンタピ，ア fーを果たすための /U七スに辺ぎない{

f~~院アセスメ〆卜());;j::ifj: (，j:‘ブセ λメL トとJrJoブ口セスで千子われる子育t!U'Jな
辻氏宮古;弔をわっ f ヨ十両(1)~，十!~.IT'，決たの透明快を古めるこ(:::'より、適切Jな域)5l配

泡がなされること:ある(底科守01J;君主九百てffi'::-1i:li;:主じI)fo干イl可 リー術的側自か 1;)..1 
ンーリスト111!i号 U99i今)!i9-f吠〕封)

引中|ィ，!i主主化。〉有税につい亡 鈴木目 l中}司法の忠考f，k式 ゲラデーシヨノ

;J'jJ、丈↑ヒ '1， :1'1百と 苧 '11.1工夫絹ドアジアUM 冗の耕?な地平~ (nt::丈笠、 ~OO。

午 :5ワl頁が日しし l

i':' ;:[テノ1;工、じ、'1'[，，1手 1111.法実拾における重安な問題l土、引gz1>) Z，いは{Ijれみ

の問題1あり、それを解決するには J~~f合 併治l忠弘のほか、 11的祝角から政
策 計 l市~ .ブ口ゲラム・資源.f:~~培;民民主なと γ):，1-'i- ~)法幣備のπ構主主じよらな

ければならないと~~.R-)る 筆者:二、この見解に皆同 t;~) (i工効 1'1げい設境彰
響~'V-，r::î::;1J度比較1i!1 究 環境与問完決策的止当法j宇在序巴しじ京人手1_1¥坂本上、ヲ006

年!3;)G円， 0 
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中 1 の場N~ アヒスメン!枝市'1慌の構造込市 羽果(r'-i ・完i

産物である ゃあげる IJ民l土、その対処の必要性、主主要h生

:こ認識を品めー〉つある、 しかし、マスメ 7" ア (， :~;ð~さきれ丈町民;1[-治σコ

強 !J な支持と~日前があってはじめ\政府に 4 る規制が実行された日本の

?刊と比べると、中国において、行政・企業・七見の 位 fぶ的な法メカ

ーズλ が実現するにはまだまだえが泣いようで£る)従来の権))行使{

よる運営だ irでは、様境保土は成り立たないυ;，1*のill.{~cつ禾1]設や地球

全体の公ぷにも潟 i市寸るfjf[t者向胞にはLて、ノア々 をどのよ弓こ取り結/してい

いく灯かが、中区政!(，に I!;j われていると支たの~*tNであるMごとは院迷い

2 残された諜題

ごれま寸の論述にぶって、冒頭で提示した 2つの課題がある杭y支別ら

かiなっ 4 切であろう c しかL、残された課題は少な〈士し当。心なくとも

j況や1の域境7セスメン人法制度lこ問し亡、:夕、のいくつかの白から到なる

1~;1'1Lが必要であろうご

(1，1 三雨時制度との関係について

本稿ピ触れてきたように、三ドiJ 持制J ，~~土凶作|独特の探涜保ik市I~ 乏で」ち

る行三帝t:正日又日|上、 r;~境ア七スメント司IJ!定と異なるものてあるが、制ほ

の日除f~~宇 i土環Jiií民合必然防|にあり、 k誌J長アセ λ メン}.，11JIJf}tこ-!::'/ 

CliJJIJされるのが 司史的である

また、 tÿ:~ミアセスえン k のじら871 続と J九月ミの事業内?字\の反映が;1Ít'活性

してL、る現h八乙つ 、で、 アセスメン~iJ治JI正に科の木知的 l卜効果を守合

f平支せるためドも、 一同時制度天行のj芭三をはきわめてよさい J ごのき阪

で、環境問題のrQ;1!、を芯えた場合、=， JR\~:J皮の実効性引l宇i史 L 1いく

必-t:.があり、 f~'~土台7 セスメント制限とシ、(J);二うにノ\-;ンスよく iÆJちして

いくかについて史なる口守会が必~:であるように忠わオしる。

(21 戦略的環境アセスメントとの関係について

お松 λ私大['~黒崎 1// 、 ~J シハ。 I:J~ ‘やす柱。日引計「ηT体偽政町Uグす)1役史 ZiJ f岩波書l山~~占~;

20iロ存存') 12~コ頁。

トI 経リ II-.-~r~ ー慌「環境;-J、再論 "土二玉j攻法r入学出!批判、 1q関与l 自己良、新管帯ー

編 J~~ 責保設封、設 t~_l (iJ、作Wrπflr-十、 1む90守宅) 72~ミな h 合参昭一

~Lì:j、 ('::1 U . 382) 3((~ 1101，1 



-λ入

問 ふ1

lAd知のよう白、戦際的球J克アセスメ〉ト J土、政策アセスメ〉ト・ rilITIT:

アセスメン 1ーブログラムプセスメン}に分泊され、事業i対する長末

端のアセスメント cあるのにみ1'_、政策十iLf:t~こ，，1 するアセス λ ント 1 ，ニ

最 u、U乃段 ;{~Iで、未然汚 1I に最もうど!J ;私的であるといわれる η

中市ワ環地ア七スメシ下:土、 l汁業と を土す象にし、いわゆる戦目吋7

主主境アセス〆ント分野に 歩踏み込んどこ〉になるか、 IEi;~~1ょ7 セスメ

ー;、対象フトら以外されて l 、 i~ c 今までの政策の失敗による環撹内染.fAi 

l~ を五:返したf主主(1; な教訓耐を考えれば、 Ji0-~ ア七スメントは(，'f より必要

ごあるはずである 環境危織を悶;Eiするためl、現在の百I1山アセスメン

1、の.きさらに明確にし、最上位段陥からの政策 T ，~タスメント 0)重要

t': を~_t:品~，; ~/. ~X略的環境アセスメニトグ〕構築に理論的 L'.fì を与える作業

が干急l二必要である

(3:1 公益訴訟との関係について

イイ高第 5苧では、環境ア七スメント内科じっ不足・欠如による怜';:-1;，ι班
に!叫して考察をよ色町、百j法介入を子すめた事J長約救済のィ、長状況をお扮し

たU 救済なしlは権利が高れなLミ」へ碍j克fセλメント市iJ投手意味あ

るものにする六めに、事後前1't利救済の;]..，_1-.が非常に必安である、
百五境問担の特殊什ーをきえ J七場台には、 f行了政.!;日認ft丈可の j名，守宛人〔雫笑?菅~)

でlはよなく、 ミ茨芸J読込被六をを了受lり7うる与詩宅 者、 :詐ミらにl凶白に持彼支竺がない

民t汁しても三4証正Jの〉、νi.:渇括刀かミGJ胤民白厄十裕各をL足広:と;く訟めるべきでJ;;ノ&Cこの問

題について最近以活発に議論されつつあるロペこれらの設前;上、

88 事孝介ネ l 中:"1削1~ :1:':J 5è (r~持制えC! II J ，i七阜、観察12矧 (2(}()()年)l::)-lG民 J
仙汗効。バiHt;汁州・ 19S只

何 例え:よ、 釘え絹「環J尽え千七J止成文子公マ主杭杭主t:;J:江而~;;~':的 jば立竺 f資H格1汁\l抗1架γと伊戸祈/バí- :桂i海奇論最ヲZ幻、ユ:宅巻き 1リlty(ωヲ虫(i{

j 、芹罰?潔訟 I ~涛車コ攻詑訂f公ぺ位z訴昨E記訟i~.'-、j尽京i「l!i資泣削f格告骨的jず担弘、張J法ミ字h之勾L詰詰斜i府膏3期 [収ヌ川7/ 、林罷 主渇

t於γ〈ヘ王珠;1域完訂fれ0"政土公Lが千言訴トl白訟:1'が的H巾:;iμ」、{主ヨ考: ill~-~I~立学ぉ日J '、己的γ年人 伝法:長 11耐環境iJ 

E立 1'~必J一面i;; 刈 ;J<::):J才丁はJ千百:、法的措戦 ぷ:謡?如イIj~ 改革現有川)，士 tと {内1.li亘干 I~

t守I之(凡17.tf-人民主a:I建ir1者J是公布坊主号、之十年認」比f#1うえ丁会白期J(2U07-1f-J 、 ~k

丈宗「我国時夜公布訴設l広告知J12手口休只干有学報 告学社ご寸:~~hば) :) 

則 (2~)C7';引、うf 妥 l 公訴訴訟与公主主i宇州 j 科投文指 (111勺引1.1) G fl;J ~::OOí ザ)、

戒'7福 l環境去日訴訟涼子資和之恐ぷ およん't?iiLt正行!的$í!.悶 j~~-最落、i:1:1然

物的原資格ー北7c;.t{it;ifM'命i~fj (~O0'7-(()、千 点， jえ[-/<_j王者士主公1a'fJ河原

LiJ:Gl :j・3(2)3~:.\2 



中 1 の場N~ アヒスメン!枝市'1慌の構造込市 羽果(r'"i ・完i

益訴訟"全体キ扱うものが多く、その中~，" (.土保J~ET セスメント jえp会のイ、

)ι ・に羽:を則LlI とするザ:瓦公裕行政訴訟。も内包されてしる)~ I乙1われ

る未然防止システム 台珂|冷者思決定メ刀ニズムの病築および人間の

基本的性利 均jtz権保護の t-Ll.，，;'~}，から、球j完アゼスメント旬、~Cにお;十る議

院去ぷ1:政詐み:も特別にすて~f<され/，;)小池が i 分i あると号、われる υ

:41 開発との関係について

E宗f首}問先うに関する総合的吉思1夫J正"!)I;j支;立、政;{fの環境保護機能を先

陣きせるうえごめ芸設であるが、それだけでは|分とはいえないハ持続

1可能な間売の中に、;ヰ馬台・衿 f~-i'部門とその業務】の関係、地点王の総件i

が利 .0J主的に住吉dづけられては ιめて、日It'~ .管1市内 fuイ己台五

{こうナ~-H 市r;;注が持続可能な円~ 1[~ という意古、決定にJ産台した形でイJ 究J;¥二機能

するとドうことができるし近年の凶7主人同党政恥の高揚につれ、環境と

間売の弘子係iっしぺ活禿-.11'菜市請さ札つコある:n 河広大間〆j?;!-:は、経済

資格研~ ιTf市首政法管埋幹部，';>1見、j'--;-'I'(j j事J(訂正)71r-，!、係市「建川工卜立公益

訴I-f:~-í l j- l;li主的jt併問題分析J F;"iJ市 6;t，~ 1::':約7 平!等々、数多くの~fi?-'正がある}

01環境公世訴訟には、環境公旬、民事訴訟、}最近公伝.r!"Ft訴訟、環境公訴が合

まれるとする{宇崎n:治枝問峰崎公戸訴訟割J!_~~I:(ノ時計 誕百?ふ話法影法寺l'lr~~1 
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[付記]

本稿は、北海道大学審'i't博上(法学)学付論文 (20ω年3月23日夜与)
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玉虫、氏(北海道大学大学院法学研究科博上絞期説桂)にご協力いただい
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